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第 1 章　プロジェクト形成基礎調査の概要

1 － 1　要請の背景

セルビア・モンテネグロ（国家連合）は移行経済国であり、1990年代の紛争および経済制裁に

よって経済的に厳しい状況下にあり、世界銀行の PRSP（貧困削減戦略策定書）策定国となってい

る。セルビア共和国（以下、セルビア）は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代には銅、亜鉛、

鉛等ベースメタルについて欧州における主要産出国であったが、鉱業生産高は大きく減少してい

る。また、石炭、非鉄金属鉱物資源については有望な鉱徴地が確認されているにもかかわらず、探

鉱活動は十分ではない。

セルビア政府は鉱業を同国の今後の経済再建・開発および重点基盤産業の一つに位置づけてい

るが、そのためには探鉱活動の促進、外資の誘致および採鉱・製錬活動等に起因した環境汚染、不

十分な品質管理、旧式のインフラ、効率的生産の導入など課題が山積している。

上記背景により、高度な IT技術を活用した鉱物資源探査、鉱山開発および環境保全の効率的マ

ネージメントを実施している日本に対し、セルビアより本件マスタープラン調査に関する要請が

なされたものである。

1 － 2　調査の目的

本プロジェクト形成基礎調査では、セルビア政府機関および関係者との協議を通じ、要請背景

および本格調査実施の妥当性を確認するとともに、本格調査における調査内容・工程などの計画

を策定するために必要となる基礎情報、相手国の実施体制について調査することを目的とする。

1 － 3　団員構成

業　務 氏　名 所　属

団長／総括 遠藤　健太郎 JICA 経済開発部第二グループ長

調査企画 小島　元 JICA 経済開発部第二グループ資源・省エネルギーチーム

調査計画 池原　いつか JICA 経済開発部第二グループ資源・省エネルギーチーム

鉱業振興政策 熊谷　研一 有限会社インターナショナルコンサルティングサービス

採鉱・選鉱 中村　正司 株式会社エックス都市研究所
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1 － 4　調査日程

1 － 5　対処方針

本プロジェクト形成基礎調査において、以下の項目に関して情報収集および分析を行い、今後

の方向性等についてカウンターパートと協議を行う。これにより、開発調査の必要性および実施

可能性が確認された場合には、本格調査の枠組をまとめ、先方と協議議事録（M/M）を締結するこ

ととする。

月 日
日　　程

遠藤団長 他団員

12月   7日  火
11：35　成田発（OS052）
16：00　VIENNA着

JICAオーストリア事務所

12月   8日  水
13：25　VIENNA発（OS773）
14：35　BELGRADE着
16：30　在セルビア日本国大使館表敬

12月   9日  木
AM 対外経済関係省協議
PM 鉱業・エネルギー省、天然資源・環

境保全省協議

12月 10日  金
AM 移動（BELGRADE→ BOR）
PM 現地調査

12月 11日  土
AM 現地調査（選鉱・採鉱団員は 13日まで）
PM 移動（BOR→ BELGRADE）

12月 12日  日

11：35　成田発（OS052）
16：00　VIENNA着
19：20　VIENNA発（JU313）
20：45　BELGRADE着

資料整理 /現地調査（選鉱・採鉱団員）
　

12月 13日  月 鉱業・エネルギー省、天然資源・環境保全省 協議

12月 14日  火 鉱業・エネルギー省、天然資源・環境保全省 協議

12月 15日  水

AM　　ミニッツ協議、署名
11：00   在セルビア日本国大使館報告
16：50　BELGRADE発（OS7134）
18：25　VIENNA着
オーストリア事務所報告

12月 16日  木 13：35　VIENNA発（OS051)

12月 17日  金 09：15　成田着



─ 3 ─

（1）開発調査事業の概要説明

セルビアは技術協力の実績に乏しいところから、開発調査のスキームおよび本プロジェク

ト形成基礎調査の位置づけ、今後の事業の流れについて先方政府関係者に説明し、理解を得

る。また、カウンターパート機関となるエネルギー・鉱業省に対しては、カウンターパート

の一般的な役割を周知する。

（2）調査内容に係る事項

本件に係る先方要請内容は広範に渡るため、協議において一定の絞り込みを行うことが必

要と考える。

その際、要請書の文面からは、セルビアは鉱業の振興により、外貨の獲得を図り、経済復興

を志向していることから、本格調査で対象とする鉱業は豊富な埋蔵量を有し、現在稼動中の

鉱山が存在し、輸出の可能性が高い鉱業、すなわち、非鉄金属（主として、銅・鉛・亜鉛等の

ベースメタル、および金）鉱業に限定するものとする。

本格調査に先立ち、以下の観点から現状の情報収集および分析、調査対象の絞り込みを行

い、本格調査の必要性および実施可能性を確認する。

1）非鉄金属鉱物のポテンシャリティ

　主要非鉄金属鉱床の

①鉱床のタイプおよび鉱種

②埋蔵量（確定、推定、予想）・可採鉱量および品位

③鉱床評価方式

2）探査活動の現状

①探査活動の推移

②外国企業の参入状況

③データの整備、解析状況

 3）鉱山の操業状況

①生産、販売（輸出を含む）の推移、鉱業統計（「本邦鉱業の趨勢」に類似したもの）

②稼動、休廃止鉱山数、休廃止理由：生産減少理由

③稼動・休止鉱山の生産諸元（鉱床タイプ、鉱量、品位、生産能力、採鉱・選鉱方式、人員）

④インフラ（水、電気、道路、鉄道、港湾）の現状

⑤マネージメントシステム（原価管理を含む）、生産コスト（インデックス）の推移

⑥本年（金属価格上昇後）の生産状況

4）鉱業投資推進政策

①鉱業権の取得：鉱業法、手続き、出願処理、データ入手
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②鉱業投資優遇策：外国投資法、税制

③鉱業における民営化の状況、および計画

5）鉱山に起因する環境汚染の状況

①環境汚染防止技術の現状

②環境汚染の種類、程度とその原因

③潜在的な環境汚染要因

④環境基準、環境保護法

（3）先方の開発調査実施にかかる意向について

1）必要となる開発調査

上述のとおり先方の要請内容が多岐に渡るため、現地調査および協議により絞り込みを行

うとともに、先方のニーズに合致した開発調査とすべく、調査結果の使用用途等につき先方

の意向を確認する。

2）フィージビリティスタディの実施

本格調査において有効な技術移転となるフィージビリティスタディの実施の必要性につい

ても現地調査および協議に基づき検討を行う。一例として、特定鉱山の生産安定および国際

競争力強化のためのフィージビリティスタディに関するものが考えられる。

（4）カウンターパート機関

本プロジェクト形成基礎調査では各関連機関の所掌業務、役割等について情報収集を行い、

開発調査実施について、ステアリングコミッティ、ワーキンググループの構成、カウンター

パート機関としての適性、受け入れ体制を確認する。

現時点では、鉱業を所掌するエネルギー・鉱業省（地質・鉱山部門）の環境基準の設定等、

環境政策全般を所掌する天然資源・環境保全省の二省をカウンターパート機関として想定し

ている。

（5）便宜供与事項、安全管理情報等の収集

本格調査時の調査サイトにおける便宜供与事項（調査団オフィスの提供、資機材の無税通関

等）について、中央政府および関係機関に確認する。

また、同地域に関して現時点では特筆すべき危険情報は得られていないが、本格調査時に

は調査団の長期滞在が予想されることから、現地日本国大使館、先方関連機関等に対し、連

絡体制等の安全管理に関する情報について確認する。
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1 － 6　要請内容
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第 2 章　調査結果と協議概要

2 － 1　団長所感

（1）全　般

セルビアは、1990年代の紛争及び経済制裁の影響から、現在も厳しい経済状態にあり、政

府は鉱業を経済再建に当たっての重要基盤産業に位置づけている。このため、カウンターパー

トとなるエネルギー・鉱業省、科学・環境省は、JICAによるマスタープラン策定に期待を寄

せており、今回のミッションへの対応においても、積極的な姿勢が見受けられた。（なお、セ

ルビアにとっては、JICAの開発調査は、本件が初めてである。）

（2）鉱業のポテンシャル

セルビアは、旧ユーゴスラビア時代には、銅、亜鉛等の欧州の主要産出国であった。現在は、

鉱業関連設備の老朽化、スペアパーツの不足、技術の遅れといった問題を抱えているが、資

源量などに鑑みると、技術移転により鉱業生産力が上昇すれば、鉱業が振興する潜在力を有

していることが窺われた。政府としても、民営化を進めたり、新鉱業法の準備や、地質調査

所（Geological Survey）設立の検討を行うなど、鉱業振興に力を入れている。

（3）BOR鉱山（セルビア東部の主要な銅鉱山）

政府が特に重視しているのは、セルビアの鉱業をリードしてきた RTB BORと呼ばれる半

官半民の企業の再建である。RTB BORは、資金繰り、リストラ、民営化、設備更新などの様々

な面で問題を抱えており、その再建が喫緊の課題となっている。セルビア政府としても JICA

の調査の中での RTB BOR再建のケーススタディを強く望んでおり、本格調査を行う際には、

まず、具体的事例として本件を取り上げ、そこで抽出された問題点や対応策を、その他の国

内の鉱山の振興や、法令整備等の鉱業政策の進展に活かしていくといったアプローチが有益

と考えられる。

（4）環境問題への対応

セルビアの鉱山及び周辺地域は、大気汚染や水質汚濁といった問題を有しており、環境関

連法令の改定なども行われつつある。科学・環境省からは、鉱山における選鉱、製錬といっ

た一連のプロセスにおける環境問題への対応についても、調査内容の範囲に含めて欲しいと

の要請があった。
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（5）GISデータ等の整備

現在は、エネルギー・鉱業省、科学・環境省がそれぞれ、鉱山に係る行政情報、地質情報な

ど有しているが、今後は、それらを統合しデジタル化し、情報を充実させていくことが必要

である。また、こうした GISデータをWebで公開することは、外国投資を呼びこむことにも

繋がっていくと考えられる。

（6） 案件形成

今回の調査団は、セルビアの鉱業が抱えている問題点、及び、本格調査を行う場合の主要

項目等について、先方政府と十分な意見交換を行い、M/Mへの署名を行った。マスタープラ

ンの重点事項などについて共通認識が得られており、プロジェクト形成調査団としては、十

分な案件形成を行うことが出来たと考える。（また、先方からは、早期の本格調査実施の要望

が述べられた。）

2 － 2　協議の概要

本プロジェクト形成基礎調査において、鉱業・エネルギー省および科学・環境保全省との協議

および現地調査にて収集した情報分析をもとに本格調査の枠組および協議内容を取りまとめた協

議議事録（M/M）について、2004年 12月 15日に鉱業・エネルギー省のナウモフ大臣、科学・環

境保全省のポポッチ大臣を相手方として署名交換を行った（当日は両省次官による代理署名）。以

下に協議の概要を報告する。

（1）開発調査事業の概要説明

開発調査のスキームおよび本プロジェクト形成基礎調査の位置づけ、今後の事業の流れに

ついて先方政府関係者に説明し、理解を得た。

また、カウンターパート機関となるエネルギー・鉱業省、科学・環境省より、ステアリング

コミッティの設置、カウンターパート人材の確保について前向きの回答を得た。

（2）本格調査の内容

現地調査及び協議の結果に基づき、本調査団はセルビアの鉱業をリードしてきた RTB BOR

の再建・改革がセルビアの鉱業振興にとり喫緊の課題であることを確認した。RTB BORのコ

ア事業である銅鉱業に関しては、以下のような課題が挙げられる。1）探鉱：資金不足のため

にほとんど実施されず、鉱量、品位等の資源評価も十分でない、2） 採鉱：設備、資機材の老

朽化が進み、資金不足のために維持・更新が困難に陥り、最盛期より生産は減少している、3）

選鉱：採鉱量の減少により、一部ラインは操業停止し、過剰設備の状態となっている、4）製
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錬：製鉱生産量が不足した結果、一部は輸入している、5）環境：上記生産過程において、資

金不足のため環境管理が十分でない。

上記の状況認識を踏まえ、本格調査では主要鉱山会社である RTB BORの銅鉱山のオペレー

ションの近代化（酸性水処理、大気汚染等の環境対策を含む技術的側面）及び最適化に係る

ケーススタディを実施しつつ、投資促進、鉱業関連法規の整備、運用等、市場経済における

鉱業振興のためのマスタープランを策定することを提案したところ賛同を得た。なお、左記

のケーススタディについては、RTB BORを含めたセルビアの国有企業の民営化政策とも歩調

を合わせる必要性から、本格調査ではこれを先行して実施し、後にこれより得られる教訓を

生かしつつ、世界銀行等の他ドナーの支援動向も注視しつつ、マクロ鉱業政策策定に対する

支援を実施するのが適当であると判断される。

暫定的な調査内容については、添付協議議事録（M/M）の 2. Outline of the Studyとしてと

りまとめ、先方と合意した。



2 － 3　署名した協議議事録（M/M）
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2 － 4　主要面談者

Ministry of Energy and Mining

Mr. Radomir M. Naumov, Minister

Mr. Djordje Mihajlović ,  Deputy Minister

Mr. Dejan Rajković ,  Assistant Minister

Mr. Zoran Teodorović ,  Advisor to the Minister

Mr. Bratislav Stosić ,  Advisor to the Minister

Mr. Petar Popović ,  Advisor to the Minister

Ministry of Science and Environmental Protection

Mr. Dragan Povrenović ,Ph.D, Deputy Minister

Ms. Snezana Kuzmanović ,  Head of geologist office

Ministry of International Economic Relations

Ms. Gordana Lazarević ,  Asistant Minister

Ms. Ivana Duranović ,  Consultant

RTB BOR

Mr. Borivoje Stojadinović ,  General Manager, Copper Mining and Smelting

　Complex-Group

Mr. Vlastimir Trujić ,  Director, copper Institute BOR

Mr. Vitomir Miladinović ,  Director, Copper Mine Majdanpek

Mr. Gradimir Trbojević ,  Vice President, Copper Mine Majdanpek

Mr. Radosav Rukavina, Chief of Protocol

Municipality of BOR

Mr. Dragan Velicnović ,  Mayor

在セルビア日本国大使館

田邊全権特命大使

宮崎一等書記官
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JICAオーストリア事務所

村岡所長

伏見所員

高橋企画調整員

2 － 5　面談記録

（1）JICAオーストリア事務所

日時：2004年 12月 7日（火）18：00－ 19：00

場所：JICAオーストリア事務所会議室

参加者：村岡所長、伏見所員、高橋企画調査員

　　　　（遠藤団長除く）調査団全員

調査団より本調査の目的、対処方針を説明の後、意見交換を行った。コメントは以下のと

おり。

（開発調査スキームの説明）

・セルビアに対する初の開発調査案件であり、先方には実施に至るスケジュール等、丁寧に

説明してほしい。

（鉱山公害）

・マケドニアで tailing damの決壊による公害の発生があり、セルビアにも同様の問題があ

ると思うが、その対策だけでひとつのプロジェクトを形成できるのでプライオリティをつ

ける必要がある。

（他ドナーの動向）

・世界銀行だけでなく、EU、EBRD等の情報を収集すべき。

（安全管理情報）

・コソボ、マケドニア国境以外は特段の問題はない。

（2）在セルビア日本国大使館

日時：2004年 12月 8日（火）16：30－ 17：30

場所：在セルビア日本国大使館大使執務室

参加者：田邊特命全権大使、宮崎一等書記官

　　　　（遠藤団長除く）調査団全員

調査団より本調査の目的、対処方針を説明の後、意見交換を行った。概要以下のとおり。

（田邊大使より）

・ セルビアの経済の復興に関しては、農業、鉱業、観光等の既存のリソースを活用した協力
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をしていくべきと考えている。本年の 3月には日本のイニシアティブで西バルカン会議

が実施され、日本のこの地域に対する支援の必要性が確認された。また、本年 11月には

セルビアの観光振興のためのシンポジウムが開催されている。そのような日本の協力の

動きの中で、今回の開発調査は歓迎される。

・ 本件開発調査の実施については、要請内容が多岐にわたるようなので、範囲を広げすぎ

ず、ある程度絞り込んだ内容を日本側から提示したほうがよい。本件の要請元であるエ

ネルギー・鉱業省とは水力発電プロジェクトの実施で関係があり、日本の技術協力に対

して謝意を持っている。しかし、開発調査は初めてであり、さらに関係省庁が複数であ

ることから、先方の対応が縦割りとならないよう実施体制については留意が必要。

・ セルビアの治安についてはコソボ地域を除けば問題はない。

・ エネルギー・鉱業省大臣との協議、ミニッツ署名の際には大使館からも同席するように

する。

（3）対外経済関係省

日時：2004 年 12月 9日（水）9：30－ 10：30

場所：対外経済関係省

参加者：Ms. Gordana Lazarević（Asistant Minister），Ms. Ivana Duranović（Consultant）

　　　（遠藤団長除く）調査団全員

調査団より本調査の目的、本件要請に関する日本側の認識について説明の後、意見交換を

行った。Lazarević 氏からのコメントは以下のとおり。

・ 民営化問題に関しては経済省が担当しているので経済省との協議をもつことを薦める（→

次回調査の際に協議すると回答）。対外経済関係省から経済省に連絡し、民営化に関する

資料を取り付けるとの申し入れがあった。

・ 調査日程には世界銀行との協議が設けられているが、ドナー間の協力は好ましいと考え

る。

・ 科学・環境省もプロジェクトに参加させることが望ましい。（日側より運営委員会の一員

として要請書に記載されていることを説明）なお、本年 3月に組織の再編があり、科学省

と天然資源環境保全省が合併（環境保全省が科学省に吸収されるかたちで）して科学・環

境省（Ministry of Science and Environmental Protection）になった。

（対外経済省の組織構成）

・職員数は約 100名。貿易部、海外投資部、対外協力調整部の 3部門よりなる。本件に関連

する部署は Lazarević氏が率いる対外協力調整部である。対外協力調整部は外国からの援

助プログラムを検討し、受け入れ側としてのプライオリティを決定している。また国家
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戦略にかなったプロジェクトを形成していくことも各省庁と協力して行っており、その

実施状況の報告書を作成している。対外協力部は国別セクターに分かれており、さらに

プロジェクト毎に担当が細分化されている。日本を担当しているのは Duranović氏であ

る。

（要請書に記載されているワーキング・グループについて）

・ 対外経済関係省としては具体的に誰を参加させるかは未定。Assistant　Ministerがメン

バーとして参加することもあり得る。

（その他）

・ 国家戦略としては貧困削減戦略ペーパー、EU統合プラン、ミレニアムゴールがある。

・ 投資促進に関しては SIEPAという組織が担当しており、対外経済省から情報提供を依頼

する。

（4）エネルギー・鉱業省及び科学・環境省

日時：2004年 12月 9日（水）11：00－ 13：00

場所：エネルギー・鉱業省会議室

参加者：

　エネルギー・鉱業省

Radomir M. Naumov（Minister），Djordje Mihajlović （Dupty Minister），

Zoran Teodorovi（Advisor to the Minister）， Bratislav Stosić  （Advisor to the Minister）

　科学・環境省

Dragan Povrenovi ć （Deputy Minister）， Snezana Kuzmanovi ć （Head of  geologist

office）

宮崎一等書記官、（遠藤団長除く）調査団全員

（Naumov大臣より）調査団来訪に関し、以下のとおり発言があった。

・当省においてはエネルギー分野で Bajina Basta水力発電所プロジェクトをはじめとして

日本政府と様々な交流がある。最近の取組みとしては、鉱業法の改正案の準備、探鉱に関

する法律の草案作成等を行っている。他にも環境保護法の関連法規も準備中である。政府

レベルでは 2015年までの国家戦略プランが作成されており、まもなく採択される段階で

ある。

・JICAとは本件を通じて今後交流が深まることを期待する。すでに日本でのセミナーに参

加した職員 2名が調整役となり、本件は円滑に進むと考える。



─ 20 ─

（小島団員より）

・調査目的、今後の本格調査実施までの手続きの説明を行い、大臣より了解を得た。

・ミニッツの署名はエネルギー・鉱業大臣及び科学・環境大臣がサイナーとなることを確認

した。

（その他）

・今回調査で現地踏査を予定している BORについては再建戦略委員会が設立されておりエ

ネルギー・鉱業省次官の Mihajlović氏が委員長を務めている。

（5）エネルギー・鉱業省

日時：2004年 12月 13日（月）12：00－ 16：30

場所：エネルギー・鉱業省会議室

参加者：

　エネルギー・鉱業省

Djordje Mihajlović（Deputy Minister）， Dejan Rajković（Assistant Minister）， Zoran

Teodorovi ć（Advisor to the Minister），Bratislav Stosi ć（Advisor to the Minister），

Petar Popović（Advisor to the Minister）

　科学・環境省

Dragan Povrenović（Deputy Minister）

調査団全員

質問表にもとづき質疑を行った。概要以下のとおり。

（エネルギー・鉱業省の組織・所掌）

・鉱業地質部（分析課 8名、監督課 8名）、エネルギー部、電力部、石油天然ガス部の 4部門

からなり、職員は 72名。分析課では、探査、採掘のライセジング、GISの管理も所掌。国

営企業のリストラクチャリングを担当する部署を設置中。

・本件 M/Pに関わる専門家機関として、ベオグラード大学教授、企業の経営者等を予定し

ており、国営企業のマネージャークラスに市場経済のノウハウを研修で技術移転してもら

いたい。

・一般的な探査は科学・環境省が所掌し、商業的な詳細探査はエネルギー・鉱業省が所掌す

ることとなっているが、後者は実際に探査する法人がファイナンスする。

（鉱業関連法規）

・近日中に採択される新鉱業法での変更のポイントは 1）外資の導入促進をタスクとする鉱

業庁を新設する、2）一貫した鉱区管理、3）統合された国家レベルの研究所を設立する

という点である。
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・新鉱業法の策定に伴って、条例や規則の改定が必要となるため、この分野での支援が望ま

れる。

（非鉄金属のポテンシャリティ）

・以前は連合政府がポテンシャル調査を実施していた。M/Pを通じ、詳細なポテンシャル調

査のノウハウを得たい。

（GIS）

・エネルギー・鉱業省が国内の鉱業活動をフォローするため、1）既存鉱業の情報、2）地質

情報、3）ライセジングの記録等行政情報が取り込まれたものを構築したい。副次的にそ

れらの情報が海外投資促進につながればよい。

・Arcview（Ver.8.1）を使用し、鉱業地質部の職員自身で管理しているが、鉱業全般を網羅

するにはまだ情報量は不十分である。

・なお、専門家により基本設計がなされたデータベースのプログラミングをセルビア内のソ

フトウェア関連会社に再委託することは可能。

・ウェブサイト整備のための支援を UNDPに要請している。

（海外投資の現状）

・申請件数は昨年比 20％増加し、70件の実績がある。そのうちの大多数は国内企業であり、

外資系は 5、6件のみだが、リオティント社も新規鉱床に関心を表明している。外国の投

資家に対してこれまで鉱業エネルギー省が投資促進のための具体的アクションをとった

ことはないが、GISを活用できれば投資家に対するプロモーションになり得る。

・手続きの簡略化及びロイヤリティの上限を設けるなど、投資環境を整えることを新鉱業法

のなかで検討している。

（中小鉱山）

・セルビア政府では、中小鉱山に対する一貫した政策はまだない。インフラの課題は設備の

老朽化、資金不足など、BORのような大規模鉱山と共通している。

（民営化）

・経済省内の民営化庁が所掌している。非鉄金属部門では、唯一ルードニック鉱山が民営化

された。民営化に移行する前段階でリストラクチャリングを先行させる必要があると認識

しており、セルビア全体の国営企業のリストラクチャリングに関し、財務分析の専門家派

遣を世界銀行に要請している。



─ 22 ─

（6）科学・環境省ヒアリング

日時：12月 14 日（火）9：30－ 12：00

場所：エネルギー・鉱業省会議室

参加者：Mr.Zoran Popović（Advisor to the Minister）， Ms. Snezana Kuzmanović（Head

of geologist office）

　　　　調査団全員、オーストリア事務所高橋企画調整員

質問表にもとづき質疑を行った。概要は以下のとおり。

（科学・環境省の組織体制）

・本件開発調査に関連するのは科学・環境省内では環境局の環境保護システムの開発にかか

わる部署である。環境局には局長以下、6人の補佐官がおり、地質探査と金属資源を担当

する地質課（9名）、環境分析を担当する分析課、および監督課（うち 1名が地質監督官）

の 3課がある。

（ステアリングコミッティ）

・参加メンバーは未定であるが関連部署より人選予定。

（環境法）

・新環境法、環境影響評価法、環境戦略法、環境コントロール法が EUの法令を参考に作成

済みで、新環境法は現在議会で審議されている。

（本格調査に関するセルビア側要望事項）

・測定機器の使用法、モニタリングシステムの確立の支援が必要である。関連法のレビュー

は既に親環境法の作成過程で済んでいる。

（セルビアにおける 4大環境汚染地域）

・1）ボール、2）ノビサド、3）パンチェ、4）クラグエバツが UNEPにより指定された環境

汚染のホットスポットである。2）は石油精製所による土壌汚染、3）は窒素肥料工業、石

油コンビナートがあり、大気、水質、土壌汚染および産業廃棄物処理に関する問題を抱え

ている。4）は NATO軍の空爆による PCB汚染が深刻である。

（全国環境モニタリング）

・大気の観測はセルビアで実施しており、それに加えてグローバルな測定網がセルビア、モ

ンテネグロを網羅している。SO2、SOx、NOx、カーボンモノオキサイド、ダイオキサイド

を測定している。その他必要に応じて重金属、放射線、砒素、水銀を測定し、月ごとに結

果を報告し、年間報告書を作成、公開している。

・水質の測定は各市レベルで別途、測定網を設け実施している。結果は 10～ 15日毎に発表

されている。

・鉱業に関するモニタリングに関しては科学・環境省でエコロジー評価（排ガス、排水）を
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全鉱山のうちの 1/5に対して行っているが、基準をクリアできず操業停止となる鉱山もあ

る。

（環境影響評価）

・新法で公開制とし、透明性を高めた。また現行法では義務のある業種をリストアップして

いたが、今後は必要であれば、リスト以外の業種も環境省が指定できることになる。

また外部の専門家を加えた委員会を設け、そこで分析・承認を行う（現在は環境局の職員

のみで行っている）。

（その他）

・エネルギー・鉱業省と科学・環境省にある地質探査部門を統合するための委員会が 2か月

半前に設立された。

・分散している地質研究機関を統合し、政府直轄の地質調査所を設立することも検討されて

いる。

・探査課の所管で総合環境鉱業学部が地質情報システムを作成している。これに対して日本

の助言が欲しい。内容は一般地質、金属資源鉱床、土木地質、水資源、地球物理情報であ

る。
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第 3 章　セルビア鉱業振興政策の現状と課題

3 － 1　セルビア鉱業の現状

3－ 1－ 1　セルビアの一般事情（在セルビア日本国大使館資料より抜粋）

（1）セルビア・モンテネグロ国

二共和国（セルビア・モンテネグロ）からなる連合国家として、2003年に誕生。一院制議

会と大統領がいて、管轄分野を限定された政府がある。正式には一国でありながら実体は

各々大統領と政府を擁する 3つの区域（セルビア、モンテネグロ、コソボ）からなる複雑な

国家で、それぞれが別個に統治され 3つの独立国が内在するに等しい。また、セルビア・モ

ンテネグロ発足の 3年後すなわち 2006年には各構成共和国は独立への住民投票ができると

憲法で定められている。これはモンテネグロ共和国の独立問題を 3年間棚上げすることを

意味し、3年間は「セルビア・モンテネグロ国」は存続する。しかしその後はモンテネグロ、

セルビアとも独立への国民投票が可能となり、この連合国家がさらに存続するのか各共和

国がそれぞれ別の道を歩くのかは今後の課題となる。

a．面積　　102,151km2（日本の約 4分の 1）（コソボを除けば 91,286km2）

b．人口　　約 1千万人。コソボを除けば約 807万人（2002年）

c．言語　　セルビア語（公用語、セルビア系の人口約 655万人）、アルバニア語等。

d．略史（第 2次世界大戦以降）

1941年 ナチス・ドイツによる侵略。

1945年 ユーゴスラビア連邦人民共和国建国。

1963年 国名をユーゴスラビア社会主義連邦共和国に変更。

1989年 中・東欧圏での共産主義体制の崩壊。

1991～ 1992 年 ユーゴからスロベニア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘル

ツェゴビナが独立。

1992年 4月セルビア・モンテネグロから構成されるユーゴスラビア連邦共和国発足。

5月国連安保理によるセルビア・モンテネグロの制裁決議。（理由：ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ内戦の責任）

1995年 11月国連制裁解除。

1998年 2月コソボ解放軍とセルビア治安部隊との間で武力衝突。紛争激化。

6月欧州主要国、日本等による経済制裁措置（政府資金の凍結およびセル

ビア向け投資の停止）（日本は 2000年 12月に解除）

1999年 NATOによる空爆。コソボの国連統治を受諾。

2000年 10月ミロシェヴィッチ政権崩壊。（民主化、市場経済化の過程の開始）
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2002年 ベオグラード合意（セルビアとモンテネグロ関係に係る諸原則に関する合意）。

2003年 2月 4日新憲法公布。「セルビア・モンテネグロ国」の誕生。

e．主要経済指標

表 3－ 1

　（括弧内の数値はセルビア統計局）
　通貨：セルビア共和国　ディナール

　　　モンテネグロ共和国　ユーロ

（2）セルビア共和国

政体は共和国、大統領制。政府は首相が率いる。議会は一院制で定員 250（2003年 12月

選挙、任期 4年間）。

a．面積　77,474km2（コソボ地方を除く）（日本の 5分の 1。北海道よりやや小さい）

b．人口　約 750万人。

　　　 構成民族 セルビア系 83％ ハンガリー系 3.9％

ボシュニアック系 1.8％ ロマ 1.4％

アルバニア系 0.8％

c．首都　ベオグラード

d．主要経済指標

1990年の一人当たりの GDPは 2,696US$であったが、旧ユーゴ連邦の解体、内戦、コ

ソボ紛争時の制裁は経済に大打撃を与え、2001年において一人当たり GDPは 1990 年の

半分強のレベルであった。その後、経済は緩やかに回復し、GDPは年約 5％の成長を遂げ

ているが、まだ旧に復してはいない。インフレ率（消費者物価）は 2001年の 34％から 2003

年には 9％と低減してきている。一方、失業率はほとんど改善されず、28％強の高い水準

にある。貿易は輸出額が 1990年の半分程度に落込んでいる半面、輸入は増加し 1990年

と同水準になりつつあり、貿易赤字は 2003年約 35億ドルと増加している。

1990 ---- 1999 2001 2002
2003

（推定）
2004

（目標）

GDP　億 US$ 284 ---- 151 240

　　　US$／人 2,696 ---- 1,424

　　　対前年比％ ---- （5） （4） （2） 3

インフレ率　％ ---- （44.9） （89.2） （16.5） 9.4

失業率　　　％ ---- 28 15 ≦ 10

輸出　億 US$ ---- 19.0 22.8 25.4

輸入　億 US$ 48.4 63.2 75.1
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表 3－ 2　　　（コソボを除く）

3－ 1－ 2　鉱業の現状

（1）鉱物資源の賦存状況

セルビア共和国は地質的には地中海アルプス褶曲変動帯の南域のアドリア海バルカン地

域に属している。特にそのジナルアルプス山地は各種のタイプの金属鉱床に富み、同地に

は何回も火成活動期と鉱床生成期が出現し、それによってセルビアを含むユーゴスラビア

はヨーロッパでももっとも豊かな鉱産地域の一つとなっている。

セルビアには図 3－ 1に示すように数個の広域鉱床生成区がありその中に数多くの鉱床

がある。

銅鉱床はほとんどが東部セルビアの Calpatho-Balkanides 鉱床生成区に中生代のポーフィ

リーカッパー鉱床や塊状硫化金属鉱床やスカルン鉱床として賦存している（図 3－ 2）。特

にボル鉱床は有史以前より採掘がなされたといわれている。RTB BORの計算によれば、現

在同社はMajdanpek、Vlaole-Jasikovo、Crni Vrh、Maji Krivelj-Cerovo、Veliki Kriveljお

よび BOR鉱床区を有しているがその地質資源量は 26億トンで品位は Cu 0.38％、Au 0.15g/

t、Ag 1.24g/t である（可採粗鉱量は約 2.7億トン、Cu 0.41％、Au 0.18g/t）。含有される銅

金属量は約 960万トンで、（若干定義は異なるが）世界のリザーブ・ベース 9億 4,000万ト

ンの約 1%強、また世界の年間需要量約 1,400万トンの約 8か月分に相当する。

鉛、亜鉛、金鉱床はプレデボン紀－新生代の脈状鉱床、スカルン鉱床、塊状硫化金属鉱床

として賦存している。鉛・亜鉛鉱床はセルビア南部コソボ周辺のセルビアにおける最有望

地域の Kopaonik山岳地帯や、Kukanica Pasjak地帯、コソボの Gracanica-Novo地帯（以

上図 3－ 1）の他にも、セルビア中央部にも賦存している。セルビアの鉛・亜鉛鉱の埋蔵量

は（Zn+Pb）品位 6.3％では 4,500万トン、同品位 3.0～ 4.5までとすれば 1億 4,000万トン

1990 ---- 2001 2002 2003 2004
（予測）

2004
（予測）

実質 GDP　億 US$ （284） 108 156 184 196 208

　　　 　　US$／人 （2,696） 1,278 1,831 2,166 2,300 2,440

　　　　　対前年比％ 5.5 4.0 5.0 5.0 5.0

消費者物価上昇率％ 39 14 9 7 5

失業率　％ 28.3 28.6 28.1 27.1 25.5

輸出　億 US$ （58.2） 27.6 30.5 36.6 41.3 47.0

輸入　億 US$ （74.6） 51.6 64.7 71.1 77.2 84.8

対外債務残高億 US$ 110.8 111.6 134.8

為替レート　din/US$ 67.6702 58.9848 54.6372 57.6141
( 出典：GDP- 輸入：SIEPA（セルビア投資輸出促進庁）他は中央銀行 )
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とされている。品位を 4.0として計算すれば金属含有量は 560 万トンであり、世界の年間需

要量を約 850万トンとすればその約 8か月分、亜鉛の世界埋蔵金属量 2.2億トンの 2.5％に

相当する。

北海道より狭い国土に世界の資源量や埋蔵量の数％に相当する銅や鉛・亜鉛が賦存する

ことから、セルビアの鉱物資源量は豊富であるということができる。

図 3－ 1　Mineral deposits in Serbia
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金は BOR鉱床生成区のポーフィリーカッパー鉱床や塊状硫化金属鉱床に含有される他、

Lece火山コンプレックスの熱水性脈状鉛・亜鉛鉱床に随伴している。同様に火山岩を母岩

とする金の鉱化作用による金鉱床もセルビアにおける有望な鉱床である（図 3－ 4）。

その他の非鉄金属としてアルミニウム、錫、モリブデンも賦存している（図 3－ 5、図 3－

6、図 3－ 7）。

また、シリカ原料鉱物、マグネサイト、ドロマイト、ゼオライト、蛍石等の工業用原料鉱

物や骨材・建材用鉱物も豊富である。また、エネルギー資源としては褐炭が豊富で、石油・

天然ガスの生産も行われている。

図 3－ 2 図 3－ 3

図 3－ 4 図 3－ 5
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（2）金属鉱床の探査活動

1970年代から 1980年代前半にかけてユーゴスラビアは鉱物資源、特に銅・亜鉛の探鉱活

動を推進した。その後、社会的混乱・既存マーケットの崩壊・内紛、さらに国際制裁を被っ

たことにより経済状況が悪化し、最近まで探査活動はほとんど行われなかった。

近年、緩やかな経済の回復に伴い、探査活動も再開され、金属の国際価格の上昇もあり、

2004年の探鉱申請件数は昨年度比 20％増の 70件となっている。ほとんどは国内業者によ

る探鉱で海外の探鉱、鉱山会社で 2004年に試掘権を取得しているのは下記の 6 社で、20鉱

区で探鉱が実施されている。

a. Rio Save Exprolation（Rio Tintoの子会社） 3 鉱区

b. Hereward Ventures 3鉱区

c. SEE 6 鉱区

d. South Danube Metals（Phelps Dodgeの子会社） 3 鉱区

e. Dundee Precisions Metals 3 鉱区

f. Dinara Nickel（Europe Nickel の子会社） 2 鉱区

 海外の企業による探鉱事業費は 2004年 320万ユーロで、これは前年 3海外企業が費やし

た額の 3倍であった。こうした海外企業は鉛・亜鉛・銀・ニッケル等の多金属鉱床の開発を

意図しているものと考えられている。また非金属鉱物に対する関心もあるようだ。

さらに海外資本による探鉱活動を促進するためにセルビア政府は鉱区権取得手続きの簡

略化、ロイヤリティの水準等を検討している。

図 3－ 6 図 3－ 7
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また、セルビア政府は長期にわたっている鉱業の経済的困難で、探鉱機器は老朽化し、探

鉱技術も時代遅れになっていると考えており、この刷新、および（例えば、B O R や

Majdanpekのように存在が有望視されている地域の）多くの未開発鉱床の自由経済市場で

通用する評価システムを必要としている。

（3）鉱業生産

a. 鉱工業生産指数の推移

図 3－ 8にセルビア・モンテネグロの鉱工業生産指数の推移（2000年 =100）を示す。

図 3－ 8

（出典：エネルギー鉱山省提供資料およびセルビア統計局“セルビア統計 2004”）

（1999年以降 Kosovoおよび Metohia）

鉱工業は旧ユーゴの政治的社会的混乱により 1990年以降 1993 年まで大きく落込み、そ

の後上昇していたが 1999年はコソボ紛争による影響で下落した。2000年以降は微増して

いるが、その規模は 1989年のおよそ 40％である。

鉱業全体でも 1999年以降同様の傾向が見られるが 2003年現在、まだ 2000年より低いレ

ベルにある。金属鉱山（Mining of metal ore）に関しては（他資料から推定すれば 1990年

から 1994年にかけては減少傾向にあったが）1994年より 1997 年までの間に 50％上昇した

もののその後は減少傾向にあり、2003年現在の水準は 1997年の 3分の 1強ほどである。地

金精錬業（Manufacture of basic metals）は 1994年から 1999年までは金属鉱山と同様の

傾向を示しているが 2000年以降は鉱工業全体と同レベルの緩やかな上昇傾向にある。

金属鉱山のこうした状況についてセルビア政府はその原因をマーケットの低迷、設備更

新資金の欠乏、非効率的操業システム、国際規格に適合しない低品質、環境汚染等で安定
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した操業ができないことにあるとしている。

b．GDPに占める鉱業の比率

セルビア・モンテネグロにおける GDP（Material）に占める産業別の比率は、2002 年に

おいては製造業が 29.2％で最も大きく、続いて卸売・小売・修理業 19.3％、農林牧畜業 18.9

％、交通・倉庫・通信業 13.3％、建設業 5.8％、電気・ガス業の順であり、鉱業は 2.4％で

ある。

なお、製造業に含まれる金属精錬（1.0％）・非金属鉱物製品（1.8％）の GDPに占める比

率は 2.8％である。

鉱業の GDP（material）に占める比率の今回統計データの入手できた 1997年からの推移

を表 3 － 3 に示す。

表 3－ 3

1997年に比べ、2002年には比率が 1.1％減少している。

c．主な非鉄金属鉱物の生産量

（a） 銅

　　　　　　　　　　表 3－ 4　セルビア・モンテネグロ計　（単位：粗鉱、金属量 1000t、品位％）

表 3－ 5　Majdanpek鉱山における生産量

表 3－ 6　BOR鉱山（BORおよび Veliki Krivelj）における生産量

年 1997 1998 1999 2000 2001 2002
％　GDP 3.5 3 .3 2 .6 2 .1 2 .5 2 .4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

粗鉱 26,500 25,800 23,100 18,200 17,935 20,206 20,026 20,507 19,939 15,975 12,896 7,123

金属量 132.0 122.0 97.8 68.0 84.8 87.6 82.5 82.5 84.6 62.7 52.0 28.0

品位 0.50 0.47 0.42 0.37 0.47 0.43 0.41 0.40 0.43 0.39 0.40 0.39

精製銅 151.0 134.0 115.0 51.3 72.1 78.5 104.0 113.5 94.4 49.9 45.6 32.4

精製銅は Primary＋ Resmelt　　出典：セルビアエネルギー鉱業省資料および USGS

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
粗鉱 千 t 8,016 6,182 7,178 6,534 6,764 6,761 4,299 2,241 544
品位 ％ 0.352 0.43 0.40 0.34 0.38 0.37 0.35 0.24 0.26
金属量 千 t 28.2 26.6 28.5 22.3 25.9 25.1 15.1 5.4 1.4
出典：セルビアエネルギー鉱業省

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
粗鉱 千 t 9,678 11,669 12,884 13,435 13,743 13,177 10,903 10,147 6,575
品位 ％ 0.41 0.50 0.46 0.44 0.44 0.45 0.43 0.36 0.35
金属量 千 t 39.6 58.6 59.1 59.4 60.7 58.9 47.2 36.4 22.9
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（単位：粗鉱、金属量 1000t、品位％）

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
粗鉱 1,570 1,240 804 337 272 511 856 1,049 1,249 349 733 531
鉛
金属量 39.0 33.9 22.7 9.2 6.7 11.7 22.3 27.0 24.6
品位 2.5 2.7 2.8 2.7 2.4 2.3 2.6 2.6 2.0
精製 48.0 44.1 23.3 6.4 4.4 11.5 30.3 29.0 14.0 - 1.2 -
亜鉛
金属量 33.0 31.4 19.7 9.7 6.8 11.5 21.8 25.0 20.3
品位 2.1 2.5 2.5 2.9 2.5 2.3 2.5 2.4 1.6
精製 61.3 38.6 14.2 7.0 7.0 3.9 6.0 29.5 14.4 0.7 8.3 13.5
出典：USGS（1998年まで）、1999年移行“セルビア統計 2004”

表 3－ 4 と〈表 3－ 5 と表 3－ 6との和〉を比較すれば明らかであるが、セルビア・

モンテネグロの銅粗鉱のほとんどがMajdanpekおよび BORすなわち RTB BORによっ

て生産されている。1990年から 1993年にかけての粗鉱生産量の減少は約 1,250～ 1,300

万トン /年の規模であった。Majdanpekの生産が激減したためであり、これに対して

BOR鉱山の増産により RTB BOR全体で 2,000万トン /年規模を 1998年まで維持した

が 1999年以降は減少の一途を辿っている。これも a.の生産指数の項で挙げた理由によ

るものとされている。

（b）鉛・亜鉛

表 3－ 7　セルビア・モンテネグロ計

表 3－ 8　セルビア（コソボを除く）鉱山別生産実績

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

粗鉱 千 t 29 - 105 20 207 211 173 192 195

Rudnik Pb   ％ 2.04 - 2.15 1.93 1.8 1.61 1.58 1.48 1.46

Zn   ％ 2.54 - 1.99 1.72 1.73 1.6 1.66 1.59 1.63

粗鉱 千 t 65 79 29 72 82 62 54 38 91

Blagodat Pb   ％ 3.8 2.9 2.3 2.35 2.1 2.13 2.91 2.88 2.83

Zn   ％ 2.4 1.67 1.5 3.07 3.11 3.12 3.05 3.07 3.24

粗鉱 千 t 7.7 11 45 58 60 23 7.7 12

Lece Pb   ％ - - - 1.08 1.06 1.02 1.02 1 1

Zn   ％ - - - 2.12 2.11 2.11 2.11 2 2

粗鉱 千 t 15 13 31 28 22 30 13 6.1 6.3

Veliki majdan Pb   ％ 4.9 4.5 5 4.3 4 3.6 3.6 - -

Zn   ％ 3.9 3.8 4.1 3.3 3.4 3.2 - - -

粗鉱 千 t 138 103 100 128 109 141 62 79 94

Suva ruda Pb   ％ 1.77 1.72 - 1.78 1.87 1.5 1.41 1.27 1.29

Zn   ％ 3.11 3.00 - 3.18 3.25 2.96 2.98 2.68 2.77

５鉱山粗鉱　計 千 t 255 195 276 265 478 504 325 323 392
出典：セルビアエネルギー鉱業省資料



─ 33 ─

表 3－ 9（参考）　セルビアの鉛・亜鉛鉱山設計能力

セルビア共和国における鉛・亜鉛の産出は表 3－ 9に示すように能力的にはコソボ地

域がその 70％を占める。コソボ紛争以前にはセルビアの鉛・亜鉛鉱業はコソボに精錬

所を有する鉛・亜鉛の鉱山、選鉱場、精錬所を有するコンビナートである Trepca

（Rudarsko-Metalursko-Hemijski Kombinat za Olovo I  Cink Trepca）が独占してい

た。Trepcaは現在国連コソボ暫定行政ミッション（UNMIK）の管轄下にある。

また、モンテネグロ共和国にも 50万トン /年の生産能力を有する鉱山（Brskovo）が

ある。

コソボを除くセルビアで 2001年まで稼行していた鉛・亜鉛鉱山 5山（うち 1つは経

済性を失くして閉山、現在は 4鉱山となっている）の生産実績を前頁に示した（表 3－

8）。すべての鉱山が粗鉱生産（実績）20万トン以下の小規模鉱山である。そしてその合

計年間生産量は設計能力の 60％程度がここ 10年間の最大値である。

（Pb+Zn）粗鉱品位も低～中程度の鉱山である。ただし、以下のように、随伴する金

属品位に恵まれている鉱山が多い。

Rudnik Ag 50～ 80 g/t Cu 0.18～ 0.34％

Lece Au 1.8～ 1.9 g/t Ag 11～ 12 g/t

Veliki majdan Ag 103～ 200 g/t  　　　　　（数値はいずれも年間出鉱品位の範囲）

これらの 5鉱山はかつて Trepcaの構成鉱山であった。

セルビア政府は同国の鉛・亜鉛鉱山に関し、鉱山の機械・設備は更新したものの投

資不足により生産性が低いとしている。

また、精錬所がコソボ地域内にあるため、精鉱の販売に係る問題も、粗鉱生産の障害

となっている。

一方、米国地質調査所（USGS）の“Mineral Year Book 1999年”によれば　RTB BOR

は 150万ドルの投資で 150万トン粗鉱 /年（金属量　Pb 35,000トン /年　 Zn 8,500ト

ン /年、その他　貴金属を含有）の開発を Majdanpek鉱山で行うと発表したこともあ

り、今後の金属価格の動向等の経済状況、精鉱販売先の開発によっては、セルビア国内

における新規鉱山開発を伴う鉛・亜鉛鉱石の生産増も考えられる。

Region

採鉱 選鉱
備考

（103t/年） ％ （103t/年） ％
Center of  Serbia 860 29 940 28 5 鉱山の能力計
Kosovo I Metohija 2.200 71 2.450 72 9 鉱山の能力計

合　　計 3.060 3.390
出典：セルビアエネルギー鉱業省資料
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d．鉱業従事者、人件費

（a）鉱業従事者

表 3－ 10

セルビアにおける金属鉱山従事者は 1997年より 2003年にかけて 55％に減少した。ま

た、精錬従事者も 56.2％にとほぼ同程度減少しており、全産業の減少率の約 2.2倍であ

る。これは、生産指数あるいは主力の銅生産量の低下と同傾向を示しており、生産減に

伴う人員削減によるものと考えられる。

（b）給与等（Average net salaries （wages） in dinars）

表 3－ 11

 鉱業平均の給与は高水準である。これは石油、石炭産業の高給与が反映されている。

金属鉱山の人件費は 2001年には産業平均水準であったが、2003年には産業平均の 60

％までに低下した。これは財政難を反映しているものとして捉えることができる。他方、

精錬部門はほぼ産業平均に近い水準を維持している。

（4）精鉱・金属の輸出入

a．輸出入

金属鉱産物の貿易の推移に関する詳細な統計資料を今回の調査において入手することは

できなかった。

セルビア統計局“セルビア統計 2004”によれば鉱業関連産業の輸出金額は表 3－ 12のよ

うになっている。

精鉱の輸出が主要製品と考えられる輸出金額は小さいものの、最終製品である非鉄金属

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (2003/1997)
全産業従事者 1000人 2,184.9 2,177.2 1,992.3 1,916.2 1,882.0 1,806.2 1,738.2 (79.4%)
全鉱業従事者 1000人 52.3 53.2 43.2 42.7 42.6 38.4 37.2 (71.1%)

％ 2.39 2.44 2.17 2.23 2.25 2.13 2.14
金属鉱山従事者 1000人 13.5 13.3 10.7 10.5 10.1 8.3 7.4 (55.0%)

％ 0.62 0.61 0.54 0.55 0.54 0.46 0.43
地金精錬従事者 1000人 59.4 60.9 52.3 49.9 49.2 39.9 33.4 (56.2%)

％ 2.72 2.80 2.63 2.60 2.61 2.21 1.92
出典：セルビア統計局“セルビア統計 2004”

産業平均 全鉱業平均 金属鉱山平均 製造業平均 地金精錬平均
2001 5,545 8,058 5,763 4,786 6,169
2002 9,196 12,864 7,752 7,677 8,534
2003 11,486 15,087 6,770 8,991 12,200

出典：セルビア統計局“セルビア統計 2004”
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（単位：百万 US$）

1999 2000 2001 2002 2003
銅 78.9 89.4 72.7 62.5

アルミニウム 90.9 142.8 157.8 184.6
鉛 1.1 2.4 1.0 1.1
亜鉛 1.6 6.5 8.8 1.1

銀・プラチナ他 1.9 1.2 5.0 2.4
精鉱 2.3 6.8 5.3 3.4

製品の輸出金額は全輸出金額の 17％を占めている。同統計では産業は 37に細分されてい

るが、非鉄金属の輸出額は飲食品とならび首位を占めている。次いで化学製品とゴムプラ

スチック製品がともに 10％程度の比率を占めている。このことから、セルビア政府は外貨

獲得の手段として非鉄金属製品の輸出を重視していることが理解できる。

国連国際貿易センター（ITC）の統計によれば非鉄金属鉱産物の輸出額は表 3－ 13のよ

うに推移している。

表 3－ 13

モンテネグロの主力金属製品であるアルミニウムの輸出額が最も大きく、また、3年間で

倍増している。“USGS　Mineral Year Book”によれば、セルビア・モンテネグロで唯一の

一次アルミニウム生産者の Podgorica精錬（スイスを本拠とする国際的鉱業会社 Glencore

が運営）は、余剰設備の廃棄等によるコスト削減を実施し、さらに増産のための合理化計画

を推し進めているとあり、その成果が輸出金額増に反映されていると考える。

セルビアにおける主力鉱産物である銅の輸出額は RTB BORの生産が低レベルに陥って

いることを反映し漸減しつつある。また具体的調査を行っていないため明確ではないが、セ

ルビア政府のいう製品品質評価が輸出価格に反映されている点もその要因となっている可

能性がある。輸出額が大きいことから、セルビア銅鉱業の復興は経済政策上大きな意味を

有している。なお、銅の輸出先はギリシャ、マケドニア、スイス、英国である。

一方、RTB BORの精錬能力に比べて、鉱山の生産量が低いことから同社は銅精鉱を海外

から輸入している。ただし、輸入精鉱は陸上フレートが高いため、あまり経済的ではない。

このため、RTB BORは自社鉱山の生産量を増加し、輸入精鉱量を低減することを志向して

いる。

b．非鉄金属の国際価格

非鉄金属の取引は国際価格に基づいて行われる。銅、鉛、亜鉛等については LME（London

（単位：百万 US$）

全輸出額 鉱業全体 金属鉱山 非鉄金属
2002 2,275 14 3.8 388
2003 2,650 15 6.1 458

表 3－ 12
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Metal Exchange）による。図 3－ 9は 1998年 1月から 2004年末までの価格推移を表わし

ている。この図から読み取れるように金属価格は 2003年後半より高騰、2004年末現在も

高い水準を維持している。この原因は中国の需要の急拡大や米国のドル安、低金利政策に

よるものといわれている。いずれは需給がバランスし、価格は軟化するであろうが、当分

の間、高水準が続きそうな模様である。したがって、セルビアの非鉄金属業にとっては再

建の、また、海外の鉱業投資促進の好機であり、その対策を早期に樹立する必要がある。

c．インフラストラクチャー

NATO爆撃の影響を含め、鉱業生産用の電力、用水の供給状況の把握、また、機資材お

よび製品輸送・輸出のための鉄道・道路、港湾の整備状況や輸送能力の調査は今回実施で

図 3－ 9
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Hot spot 汚染状況

Pancevo
工業コンプレックス

石油化学工場からのエチレンジクロライド及び水銀の流出
石油製油所から石油製品、原油などが流出、SO 2の放出
肥料工場、アンモニア工場からの有害物質の流出

Novi Sad
石油製油所

石油製油所から石油製品、原油などが流出

Kragujevac
工業コンプレックス

変電設備からの含 PCB油の流出

Bor 変電設備からの含 PCB 油の流出
BOR製錬所からの大気汚染

（出典：From Confl ict to Sustainable Development, Assessment and Clean-up in Serbia and Montenegro, UNEP）

きなかった。

（5）環境保全

a．セルビアの環境汚染の現状

コソボ紛争の最中、1999年 3月から NATO軍の爆撃がセルビアの主要な施設などに行

われ、その結果石油精製所や工場から有害物質が流出しドナウ川を汚染したり、環境保護

地域が爆撃された地域もでた。これらの損害に起因する環境汚染は、セルビア国内に留ま

らず、周辺国にも拡大する恐れがあった。UNEPは 1999 年、セルビア・モンテネグロにお

けるコソボ紛争が原因の環境破壊、汚染の実態調査を行い、以下の 4か所を“Hot spot”と

して特定し、修復を実施中である。

表 3－ 14　コソボ紛争セルビアによるセルビアの環境汚染ホットスポット

その他に、セルビア南部、コソボ地域内には劣化ウラン弾が遺棄されており、UNEPで

はその調査を実施した。なお、NATOの爆撃で破壊された RTB BORの変電設備は 2001年

にノルウェーの支援で新しい設備が作られた。

b．鉱業における環境汚染

第 4章　4－ 1－ 4参照。
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3 － 2　鉱業政策

3－ 2－ 1　セルビアの鉱業政策

（1）PRSP（貧困削減戦略ペーパー）に見るセルビアの国家戦略

セルビア政府の PRSP（2003 年 11 月）では、貧困の主原因を 2側面から捉えている。す

なわち、一つは一人当たりの GDPが低く、また自立できる職業についている人口が少ない

こと、もうひとつは、雇用機会が寡少であることをも含む生活必需品にも事欠く低収入、特

に弱者や社会的被疎外者にとっては住宅事情の悪さ、社会的保護・医療・教育・公共サー

ビスが受けられにくいこと等、多次元的な現象面であるとしている。そしてこれらに対処

するアプローチが PRSPと UN Millennium Development Goals および欧州統合のプロセス

での EUの推挙にリンクしているという。

セルビア政府は貧困撲滅のために以下の 3つを主要指針としている。

i．雇用創出に重点をおいたダイナミックな経済成長と経済開発

これはマクロ経済の安定、国内投資の流動化および海外からの投資に対する魅力的な

環境造り、国有もしくは社会的所有企業が市場経済に適応し競争力を得て再生するため

のリストラクチャリングと民営化の促進、金融市場の開発、資産と契約の法的保護、起業

家精神を育成し中小企業を早期に発展させるビジネス環境の創出、合法的グレーエコノ

ミーのコントロール、汚職と組織犯罪撲滅、司法・行政・立法の国家機関が効率的に機能

する、といった政策を継続させることである。

ii．経済の近代化およびリストラクチャリングによって生じる新貧困者の保護

多くの人は新たに民営化された経済体制下でそれに対応する新たな業務の教育訓練が

必要となる。多大な経済的、社会的な努力が－－特に旧経済体制下のままの産業や市場の

見通しのない産業には－－必要である。このためには財源が不可欠であるが、不十分な状

況にある。

地方自治当局や地域社会に関連する国家機関が、自らあるいは NGOを通じて、また、

国際の支援を得て経済的、社会的に好ましい職業を、この移行過程で失業した多数の者

に提供する。

iii．最貧困者、最弱者、難民 etc.を対象にした計画、方策、活動

（2）2015年国家戦略

セルビアでは現在「2015年国家戦略」を作成中である。これはエネルギー開発戦略であ

り、エネルギー施設、特に電力施設に関する戦略である。すなわち、800～ 1,000MWの増

設が必要で、セルビアに豊富に賦存する褐炭を使用した火力発電で充当しようとするもの

である。
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（3）鉱業政策

セルビアは PRSPの項の「i．雇用創出に重点をおいたダイナミックな経済成長と経済開発」

に述べたような経済復興のための諸策を策定、実施している。

セルビア政府は、セルビアはかつて銅、鉛・亜鉛等のベースメタルの欧州における主要生

産国であり、いまでも豊富な鉱物資源を有していることから、国際制裁や市場の喪失で経

済的な困難に陥り、生産が低水準に陥っている鉱業、特に非鉄金属業を復活させることで、

経済開発に寄与させ、かつ、輸出により外貨を獲得することは経済政策上の重点項目の一

つであり緊急優先事項としている。

鉱業の再建には企業のリストラクチャリング・民営化、設備・技術・管理システムの近代

化により市場経済のもとで国際競争力を発揮する、また、海外投資を促進させることが重

要であると政府は考えている。

企業の経済的困難も加わり鉱害による環境汚染も顕在化してきており、この対処も鉱業

政策上、重要な課題となっている。

しかしながら、今のところ、セルビアには詳細な鉱業政策はない。鉱業に関する国家戦略

を「2015国家戦略」とは別プログラムとして策定する必要があるが、要員が限られており、

2015国家戦略の石炭開発、新鉱業法の改正等に鉱業部門の人手が割かれていたこともあり、

鉱業政策プログラムに取組むことが物理的に難しかった、また、最大の問題は自由経済体

制下での鉱業に関する十分な知識・経験を有する職員がいないことである。

このため、セルビア政府は日本の協力を得て「鉱業振興マスタープラン」を策定し、これ

をセルビアの国家戦略プランとしたいと考えている。

3－ 2－ 2　政府機関

本プロジェクトに関連する政府機関は実施機関および窓口機関のエネルギー・鉱業省、実施

機関である科学・環境保全省、ワーキンググループにメンバーが選出される予定の対外経済省

である。

（1）エネルギー・鉱業省

a．役　割

鉱業、エネルギー、国家エネルギーバランス、および石油・天然ガスの生産を管掌して

いる。また、探査関係では地下水以外の詳細地質探査（detail geological exploration）の

実施および年度・中期計画の策定を行っている。国営企業の操業に必要な対策を講じるこ

とも義務付けられている。鉱業法、地質探査法、エネルギー法等種々の法律の適用をも管

掌している。
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b．組織および分掌

（a）鉱業・地質部（Department for Mining and Geology）

鉱業活動に関する地質探査と鉱業権の許可について権限を有している。このため、セ

ルビア共和国全土の総ての探鉱・採掘地域を管理する鉱業原簿（cadastre）を所有して

いる。また、国営鉱山会社（RTB BORや、セルビア電力の炭鉱部門）のベーシック生

産実績を押さえておくのも重要な業務の一つである。

この部は以下、2つのチームより構成されている。

i．調査・解析チーム（Team for Study and Analytic works）

試掘および採掘権の管掌と探査活動に関する総ての報告書の収集を行っている。職

員は国家鉱石埋蔵量報告書作成委員会の非常任委員である。鉱業権（concessions）に

係る法律の作成、関連法・規則の改正も義務付けられている。国営鉱山会社も操業難

の解消に関して本チームの管轄下にある。

チームの人員は鉱山技術者 4名、地質技術者 2名、法律専門家 1 名、経済専門家 1

名の合計 8名である。なお、4名の増員が予定されている（採用時期未定）。

ii．鉱山・地質監督チーム（Mining and Inspection）

探鉱や鉱山の活動が規則に適って実施されているかを監督、指導するチームである。

鉱業法、地質探査法や鉱業活動に関する種々の規則、規定を取り扱っている。

チームの人員は監督官長 1名と監督官 8名でうち 6名が鉱山技術者、2名が地質技

術者である。このチームも 4名の増員を予定（採用時期未定）している。

鉱業・地質部 石油・天然ガス部 電力エネルギー部 国営会社部 

大臣  Minister 

次官　Deputy Minister 秘書官 Secretary of the Ministry 

（部長はAssistant Minister） 

総員　約80名

図 3－ 10
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（b）国営会社部（Department for State companies）

ごく最近設置された部門で、現在再建中でかつ民営化が計画されている国営鉱山会社

に関する政府の方針を実施することが主な業務である。また、労働組合と将来の職場・

職業に対するニーズや、失業する従業員の権利の保護に関しての交渉にあたることも

義務付けられている。

（c）その他

その他、石油・天然ガス部と電力エネルギー部の 2部がある。

（2）科学・環境保全省

a．環境保全局の役割

環境保全局は以下の項目の国家による管理と専門的調査を管掌している。

i． 天然資源（大気、水、土壌、原料鉱物、森林、魚類、野生植物類、動物類）の保全と

持続的な利用に関する制度、戦略文書および天然資源の持続的な利用と再生可能な

エネルギー資源に関する計画や研究プログラムの策定

i i．地下水資源バランスの作成及び地質図作成基準・規格の作成

i i i．持続的な資源―地下水―の基本地質調査研究作業計画および詳細研究計画の作成

iv．計画を実行するために必要な物品等の調達

v． 環境保全および改善のための制度

vi．環境保全のための基礎造り

vii．オゾン層の保護

viii．気候変動のモニタリング

ix．大気と水の境界における汚染

x． 自然全体の保全体制の樹立および実施

xi．都市計画・建設に関する環境保全

xii．汚染事故の事前警告

xii i．自然に関するデータ、大気・水質のデータベース化

xiv．騒音、振動公害の防止

xv．電離・非電離放射線防御

xvi．毒物および危険物の製造、販売（医薬、前駆物質を除く）

xvii．化学物質の管理

xvii i．廃棄物の管理（放射性廃棄物を除く）

xix．廃棄物の限度を超える循環に対する許可と動植物の保護

xx．全環境項目の質的モニタリングの設立
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xxi．天然資源の持続的な利用および環境保全に関する制度のナショナル・コミュニケー

ション・センター機能

xxii．天然資源の持続的な利用および環境保全に関する情報システムの開発と設立

xxii i．天然資源の持続的な利用および環境保全および前述した他の事項に関する監督

xxiv．エコロジーの監督

xxv．その他法律に定められた事項

b．環境保全局地質課

環境保全局の中に地質課があり、ここでも地質探査にかかわる業務を担当している。環

境保全局の行う探査は基本地質調査（basic geological exploration）であり、エネルギー・

鉱業省の詳細地質調査と分担されている。探査経費は基本地質調査の場合は国家が負担し、

一方、詳細地質調査は法人・企業が自ら負担することになっている。基本地質調査の優先

順序はプログラム委員会で決定する。実際の探鉱作業は募集に応じてきた地質公社、地質

研究所や企業の中から選定されている。

また地質課は以下の図面も作成している。

i．地質図　　5万分の 1：BORを中心としたセルビア北東部、及び南東部の 2枚は作成

済み。現在モンテネグロとの境界に当たる南東部を印刷中。

セルビア北西部を作成中。

10万分の 1：旧ユーゴ全域が作成済み。セルビアは 65 枚で構成。

50万分の 1：旧ユーゴ全域が作成済み。

200万分の 1：地質図集（全 14枚で構成）

i i．鉱床生成図　　20万分の 1

　　　　　　  200万分の 1

iii．環境地質図　　200万分の 1

iv．水資源図、温泉図　　50 万分の 1

v．地磁気異常分布図、重力異常分布図

（3）対外経済省（MIER：Ministry of International Economic Relations）

a．役　割

対外経済省は以下の行政を管掌している。

i．国際経済関係の促進

i i．海外から投資

i i i．海外からの寄付金その他の支援の活用に関する調整

iv．海外で活動するセルビアの経済事業体の調整



─ 43 ─

v．地域協力

vi．セルビア政府と国際機関の協力のモニタリングおよび調整

vii．法により定められた他の事項

b．組織図

図 3－ 11

3－ 2－ 3　鉱業振興および鉱害防止に関するセルビア政府の取組み

（1）関連法

a．地質探査法（Law on Geological Explorations）

エネルギー、金属、非金属、飲料用ミネラルウォーター等総ての鉱物資源探査に関する

法律である。この法律は 1995年 10月 Law No.44－ 27として公布された。すでに述べた

ように地質探査は基本と詳細の 2つに分けて規定しており、国家で行う基本地質探査は開

発・地殻の組成および構造の調査、鉱量計算区分で C1の有望地域の確認、鉱区の状態の確

認、岩石・地盤の確認、地盤等の地質工学性質の確認とされている。一方、詳細地質探査

は鉱床の位置、規模、形状、構造、鉱物の品位、埋蔵量、開鉱（exploitation）の状況、環

境保全計画のための地盤調査等の詳細地質データを得るための調査と規定されている。ま

た、詳細地質探査は基本地質調査（research）が行われていない場所では実施できないこと

とされている。

探査権は Prospecting Licence（以下、PL）と Exploration Licence （以下、EL）の 2種

類がある（PL、ELの概要は投資促進の項の表 3 － 16参照）。

b．鉱業法（Law on Mining）

（a）現行の鉱業法も地質探査法と同じ 1995年に公布されている。



─ 44 ─

鉱業法は鉱山開発プロセスの探査後の開鉱（exploitation）以降のプロセスと鉱山の

操業に関する法律である。

この法律により規定される鉱業権には第 1ステップの Exploitation License と操業

開始に必要な Mining Operation License の 2つがある。

（b）鉱業法の改正

現行の鉱業法の見直しは 2002年に開始され、2003年に第 7版が完成し、2004年 12

月現在、国会の審議待ちの状況にある。改正理由は、民主化された近代的な鉱業の要求

に時代遅れの法規システムは適合していなかったことによる。

改正の第 1点は国内および海外の投資を促進させるために認可が早く行われるように

決定手続きに関する数条を改正、また、投資家の権利を保護した。さらに初めての者で

も鉱区の土地使用権が得られるようにした。2点目は探鉱・鉱山活動が実施しやすくな

るよう「Agency for Mining and Found」を設け、エネルギー・鉱業省の直轄業務を行

わせる（たとえば、連邦機関業務、金属資源評価、ライセンスの発行等）。

採掘権としては新たに License for Performing mining works と License for Imag-

ing and Reviewing mining Project の 2つとしている。またロイヤリティを減じ、そ

の配分は 50％が国家財政に残り 50％は地域社会へ配分することにしている。

この改正に伴い鉱量計算区分を旧ソ連方式から新たな区分に変更する、フィージビリ

ティスタディを鉱業権申請の要件とする等関連法規の改正も行われている。

（c）マスタープラン調査

セルビア政府は鉱業法規に関し、新鉱業法は日本の鉱業法と基本的には大きな隔たり

がないと判断している。地質探査法についても 6か月以内に見直したいとしている。

一方、鉱業に関する法規は 77あり、セルビア政府は多くは近代化する必要があり、そ

の際、日本のものを参考にしたいと考えており、マスタープランの中での検討を要請し

ている。

c．環境法規

（a）鉱業に関連する環境法規

＊ Low on the Environmental Protection, published in Gazzete of RS No.135/04

＊ Low on Environmental Impact Assessment, Gazzete of RS No. 135/04

＊ Low on Strategic Environmental Impact Assessment, Gazzete of RS No. 135/04

＊ Low on Integrated Prevention and Pollution Control, Gazzete of RS No. 135/04

＊ Regulation on trash hold values, imission measuring methods,  and criteria for

sett ing-up of  measuring points and data evidention,  Gazzete of  RS No.  54/92,

30/99
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＊ Regulation on emission trash hold values, method and deadlines for measuring,

and data collecting, Gazzete of RS No. 30/97

＊ Regulation on permitted noise level in environment Gazzete of RS No. 54/92

＊ Regulat ion  on  handl ing  waste  which  has  character is t ics  o f  hazardous  sub-

stances,  Gazzete of RS No. 12/95

＊ Regulation on permitted quantity of  dangerous and hazardous matters in the

soil,  Gazzete of RS No. 23/94

＊ Regulation on dangerous matters in the water, Gazzete of RS No. 31/82

＊ Decree on watercourses classification Gazzete of RS No. 03/68

＊（Low on Water, Gazzete of RS No. 46/91）

＊（Low about national parks,  Gazzete of RS No. 39/53, 53/93, 67/93, 48/94）

＊（Low about forests,  Gazzete of RS No. 46/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96）

＊（Low about agricultural soil,  Gazzete of RS No. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 14/00）

（b）環境関連法規の改正

（現地調査時、現行法は 1991年公布とのことであったが 2005年 1月中旬に入手した質

問票の回答では RS　No.135／ 04となっていることから 2004年に改正されたもようであ

る。）

改正は i．環境保全法（Low on the Environmental Protection）　i i．環境影響評価法

（Low on Environmental  Impact  Assessment）、i i i．戦略的環境影響評価法（Low on

Strategic Environmental Impact Assessment）、iv．総合的汚染防止管理法（Low on In-

tegrated Prevention and Pollution Control）について行われ、EUの環境関連法の中から

セルビアで適合したものを各法に取り込んだ（上記 i i．は EU 指令（EIA 指令）（85/337/

EEC）およびその改正である EU指令（97/11/EC）　iii．は EU指令（SEA指令）（2001/42/

EC）　iv．は EU指令（96/61/EC））。

1991年環境保全法の問題点としては、汚染を惹き起こした者が賠償することになって

おり、また制裁処置も規定されていたが、実際にはコントロールできない、規定の適用が

十分行えない、といった点が挙げられる。今回の改正で制裁処置等が実施しやすいよう

にしたとのことである。

環境影響評価法については旧法にはなかった公開制を規定、また、環境保全局の職員の

みで行っていた IEAの分析・承認を外部の専門家を加えた委員会で行う等、全体的に評

価の透明性を高めた。さらにこれまでの法では IEAを義務付ける業種を定めリストアッ

プしていたが、今後は環境保全局が必要に応じて他の業種をリストアップできる、した

がって 2 種類のリストが存在することになる。
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（c）マスタープラン調査

セルビア政府としては新法をマスタープラン調査においてレビューする必要はないと

判断している。

（2）地質部門の統合の検討

3－ 2－ 2で述べたように地質探査を担当する部門がエネルギー・鉱業省と科学・環境保

全省の 2省に分かれているがこれを統合するための委員会が 2004 年後期に設立され検討を

始めている。また分散している地質関係の研究所を統合して地質調査所を設立し政府の直

轄下に置くことについてはすでにドラフトを作成済みである。

（3）リストラクチャリングおよび民営化

　民営化は経済省の民営化庁が管轄している。

　2000年から 2004年 10月までのセルビア全産業の民営化の状況を表 3－ 15に示す。

表 3－ 15

鉱業会社についても入札制や競売による民営化が進められている。鉱業の中で民営化が

進んでいるのは石材、セメント、レンガ部門であり、炭鉱や金属鉱業はまだ民営化が進ん

でいない。

非鉄金属鉱山では中小鉱山である Rudnik鉛・亜鉛鉱山が民営化されているのみである

（個人が買収）。エネルギー・鉱業省は現在稼動している鉛・亜鉛の中小 3鉱山も民営化し鉱

山の活性化を図りたいと考えている。

セルビア最大の非鉄金属企業である BORについては、2001年より付帯部門である金属加

工部門から民営化が開始され、ホールディング傘下の企業は当初 19社であったが現在は 9

社になった（RTB BORもそのうちの 1社）。

2004年の半ばに BORの基幹部門である鉱山および精錬部門の民営化が決定された。

RTB BORは経営上の問題が山積していたため、政府が介入しそれまでの権限を停止し、

Total Tender Auction Share Fund
No. of  enterprises offered 1,615 74 1,221 320
No. of  enterprises sold 1,256 39 1,027 190
Success Rate 78％ 53％ 84％ 59％
No. of  employees in sold enterprises 173,155 38,456 94,885 34,977
Proceeds （in 103 EU） 1,395,573 812,860 404,992 177,724
Investment Commitments（in 103 EU） 802,636 685,157 111,578 5,902
出典；World Bank Report No.29258－ Yu  2004年 12月 6日
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新しい経営陣を送り込むと同時に最高意思決定機関である役員会のメンバーも政府が任命

している。鉱山の民営化は経済省によって実施され、エネルギー・鉱業省は通常、要請に応

じ鉱区データ等の情報提供の役割を負う程度にとどまっているが RTB BOR に関してはエ

ネルギー・鉱業省の次官が BOR再建・戦略委員会の委員長に就任している。10月から経済

省および関係省庁で BOR再建プログラムにとりかかっている。再建プログラムでは今後の

展望として i．鉱山部門で確認した鉱量を将来の操業のベースとする、ii．設備・技術を刷新

する、iii．現在、過剰雇用となっている要員は将来の生産活動に従事させる、ことを挙げて

いる。

RTB BORの鉱山部門、精錬部門の民営化の時期については、リストラクチャリングが終

了後と考えられている。また、民営化にあたっては雇用の確保がその条件の一つとして挙

げられている。

また、第 4章で詳述されているが、RTB BORは独自でフィージビリティスタディを行っ

ている。このスタディの目的は、セルビア政府による財政支援を要請するためであるとの

ことであった。これに対し政府は、RTB BORの作成したスタディをそのまま評価すること

はできないとし、日本のように市場経済で鉱山を運営してきた技術者が、その新技術の導

入を含む操業経験からこのスタディを評価した結果、スタディに信憑性があるということ

であれば受理できるとしている。

（4）鉱業投資の促進

表 3－ 16にセルビア・モンテネグロの FDI（海外直接投資）の Net.Inflowを表わす。2001

年以降 FDIは著しい伸びを示している。

表 3－ 16

a．鉱業権の取得および税制

前述したように鉱業投資の促進のため、エネルギー・鉱業省は鉱業法を改正することで

鉱業権許認可手続きの見直しやロイヤリティの低減を図っており、対外経済産業省におい

ても投資促進法を 2002年に改正、また、鉱区や施設の土地利用等に関するコンセッション

法も改正案が作成済みでWebsiteに紹介されている。

表 3－ 17に現行法規における鉱業権の取得、および税に関わる主要な規定を示す。

PL、ELの区分については今回調査漏れとなったが、試掘権、採掘権がそれぞれ 2つに

分かれている特徴を除けば、一瞥したところ、鉱業権、税制において、他の鉱業国に比べ、

年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FDI  US$ 0 740 113 112 25 165 562 1395

出典 : 世銀  ERC-Region Table
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投資意欲を大きく損なうような要素はあまりなさそうである。

表 3－ 17

b．地質鉱業情報システム

（a）現　状

i．現在、エネルギー・鉱業省においては探査、採掘に関する鉱区台帳（Cadastre）がデ

ジタル化されており、公開されている。

鉱業エネルギー省のデジタル化済みのデータは鉱区に関しては

・現在存続している試掘権、採掘権

・2.5年間探査を行い期限切れになった鉱区

・現在、利用されていない鉱床

区分 項　　目 規　　定

鉱

業

権

外国の直接投資の制限 なし
鉱区取得の優先 先願優先
Prospecting License 鉱区面積の制限 最大　100km2　

専有権 なし
存続期間 6か月
延長 可。6か月のみ
放棄 任意
譲渡 可能
報告義務 あり。探査活動完了後

Exploration License 鉱区面積の制限 最大　100km2　
専有権

存続期間 6か月

延長 可。6か月のみ
放棄 任意
譲渡 可能

PL、EL　税 未定
採掘権 専有権 あり

採掘鉱区の面積 採掘可能な鉱床の面積
存続期間 30年
延長 10年　×　数回
鉱区税 未定
譲渡権 あり
抵当権 あり

税

法人所得税 10％
配当税 本国送付配当に対して 20％
ロイヤリティ 策定中（3％以下を想定）
輸入税 輸入設備に対して 1－ 5％
付加価値税 なし（2005年から 18％）
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がインプットされている。

稼動鉱山に関しては、位置、所有者、鉱区台帳番号、対象鉱種、現在の採掘量、設計

能力が分かるようになっている。

ii．また、科学・環境保全省においては総合環境システムの一部として、地質課が主管

し、鉱業学部が担当して地質情報システムを構築中である。

情報としては

・ 一般地質情報

・ 金属資源情報

・ 土木地質情報

・ 水資源情報

・ 地球物理情報

を提供できるようにする。地形データは軍部で作成している 25万分の 1を使用してい

る。2005年 2月に第 1次の成果品ができあがる予定である。

（b）マスタープラン調査

エネルギー・鉱業省は地質情報システムを基礎的なツールとして捉え、そのためには

現在のデータエレメントを発展させる必要があると強く認識している。例えば、稼動鉱

山については埋蔵量、生産量、コストデータ、の他にも、地質、採鉱等にかかわる技術

データ、その他、鉱業権の記録等の行政に関するデータの入力が必要だと考えている。

その結果、既存鉱山の活動状態、地質のポテンシャルおよび探査活動が明確に把握でき、

行政のスムーズな運営が行えるようになる。また、鉱業統計の作成にも用いたいとのこ

とである。こうしたデータベースシステムの開発はセルビア国内の業者に発注できる

が、技術水準が低いため、セルビア政府としては日本で開発されたシステムを本格調査

において専門家が紹介の上、システムの構築することを依頼したいと考えている。

（JOGMECのシステムはセルビア政府の職員が調査したが、セルビア政府の想定してい

るシステムより規模が小さいとのことであった。）さらにグラフィックでの出力も考え

ており、公開できるものはウェブサイトで紹介したいとのことであった。（ウェブサイ

トの設計については国連開発計画に資金援助を要請している。）

科学・環境保全省も現在作成中の地質情報システムに関し、外国のシステムも参考に

したいとのことで、この点に関する日本の助言を要請している。なお、カナダが協力を

申し出ている。

エネルギー・鉱業省は情報システムを投資促進のツールとすることを副次的に捉えて

いるが、地質・鉱業情報を公開すれば鉱業投資家の関心を必ず高めることができると確

信する。
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（5）環境汚染・鉱害防止

a．モニタリングの現状

（a）大　気

測定は国の水質検査機関が実施している。セルビアの全ての都市に測定網が設置され

ており、必要に応じて 1～ 2年の期間で測定網の縮小拡大を行っている。この測定網の

他にもグローバルな測定網が、セルビア、モンテネグロにそれぞれ設置されている。測

定項目は SO2、SOx、NOx、CO、CO2の 5項目であるが、重工業地域ではそれに加えて

重金属、ヒ素、水銀および補足的に放射線物質の測定を行っている。その他、環境に応

じて項目を追加している。この測定結果は月次発表しており、年間統計報告も行ってい

る。

地方自治体も独自で測定を行っている。

（b）水　質

各市がそれぞれの測定網を設置し市保健局が測定を行っている。測定結果は 10～ 15

日毎に発表している。

（c）鉱業のモニタリング

科学・環境保全省は現在、全国鉱山の 1/5 に対してエコロジー評価を実施している。

この評価に基づいて、環境上の観点から操業を許可するか否かを決定する。

数鉱山がこの評価の結果、不適合となっている。その理由は鉱山が財政難に陥ってお

り、環境保全に捻出できる資金がないところにある。

特に問題となっているのは排ガス、排水、廃棄物である。

b．マスタープラン調査

科学・環境保全省は現状の鉱山モニタリングに関し次のように認識している。すなわち、

鉱山環境のモニタリングに関しても経済上の困難から各所のモニタリング機器が老朽化し

ている。またモニタリング基地におけるデータ取得管理が不適切である。技術も時代遅れ

となっている。また、鉱業開発に際し、環境アセスメントが十分でなく、評価システムが

確立されていない。

セルビア政府は、要請書ではモニタリング設備供与と技術移転を依頼していたが、本調

査において機材供与はなされない（リースについては検討可能）との JICA方針であること

から、ソフト面での新技術の移転を本マスタープラン調査に要請している。

3 － 3　鉱業振興政策の課題

今回の調査において、外貨を獲得しセルビア共和国の経済復興を実現するには、非鉄金属産業

が重要なポテンシャリティを有していることが確認できた。そのためには、経営難による不十分
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な資機材、設備の老朽化、さらにマーケットの縮小も加わり、操業度が大幅に低下し、かつ操業

のフレキシビリティを失くしている既存鉱山の復興と国際競争力の強化、豊富な金属資源の埋蔵

が期待されている未開発鉱床の開発が不可欠である。

セルビア鉱業の振興には、自由主義経済市場に対応する法律・行政制度の再編、特に民営化を

含んだ、海外からの投資促進に対する行政の充実が必要である。

これも財政難に起因しているといわれているが、鉱山の環境汚染対策が十分でなく、鉱害はセ

ルビアの環境保全上の重要な課題になっている。また、環境行政上からは操業停止を命令せざる

を得ない鉱山もある。鉱山の復興・開発は、地域社会との共存共栄という点から、それらのもた

らす経済効果と環境保全が両立しなければ自由主義世界においては成功しないことはいうまでも

ない。環境行政においては、EUの環境法規を適用した法改正が終了したところで、それに即した

行政体制の確立が課題になっている。

 具体的には以下の課題がある。

（1）自由主義経済下で国際競争力を有する鉱業を育成するための詳細鉱業政策の策定

（2）鉱業法規の整備

作成済みの鉱業法改正案に合せた鉱業探査法や鉱業諸法規の改正。

（3）鉱業行政組織の強化・再編

a. 人材の質的拡充　　市場経済に即した行政を立案・実施・指導できる人材の育成。

b. 行政組織の再編　　例：探査担当部局の統合

（4）行政情報の構築・整備

a.  鉱業情報の集約

例えば、地質・探査データがエネルギー・鉱業省、科学・環境保全省、鉱業地質学部等

で分散管理されている。また、エネルギー・鉱業省、科学・環境保全省がそれぞれ独自の

鉱業・地質情報システムを企画している。

b.  鉱業情報の構築

市場経済に即した鉱床評価システムの構築、鉱業統計の作成。

（5）鉱業投資促進活動の強化

a. 対外経済省との連携強化

現在、エネルギー鉱業省には権限および予算がない。（求められた時に限り情報を提供し
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ている。）

b. エネルギー・鉱業省の投資促進体制の確立

現在は人手不足の状態で手が回らない。

c. 広報活動の強化

ウェブサイトによる資源開発情報の公開等。

（6）鉱山のリストラクチャリング支援

a. 国際競争力涵養のための鉱山に対する技術・経営指導もしくは教育訓練機会の提供。

b.潜在競争力の高い鉱山に対する資金獲得に関する支援。

（7）鉱害防止の強化

a. モニタリング設備・技術の近代化。

b. 弱小鉱山の環境保全対策強化のための技術および資金の援助。
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第 4 章　セルビアの主要鉱山における採鉱・選鉱などの現状と課題

4 － 1　調査結果概要

今回はセルビアの銅生産の大半を占め、セルビアの非鉄金属産業を代表する銅鉱山・製錬コン

プレックスである RTB BORを取り上げ採鉱・選鉱・製錬などの現状の把握及び課題の整理を行っ

た。

4－ 1－ 1　BOR・Krivelj鉱山・選鉱場

ボル地域での銅鉱床の発見は 1903年と言われている。フランス人達が銅鉱床の開発を始めた

が、その後ユーゴスラビアの国営鉱山となった。第 2次世界大戦前には、従業員が 6千人、陽極

銅が 6万トン /年の生産量に達した。1960年代から、新製錬所などの建設、新規鉱山の開発で

町の工業化が急速に進み、1990年には、RTB BORの生産量はピークに達し、約 151千トン /年

の陰極銅、344千トン /年の硫酸、4.7トン /年の金を生産した。その後、NATOの制裁なども

原因し、1990年代を通じては、生産が減少し、2002年には 1990 年比 19％の生産しか達成され

なかった。

図 4－ 1　世界の銅鉱山の埋蔵鉱量と平均品位
　（出典；JICA報告書“アルメニア鉱業マスタープラン調査”）

RTB BOR では、再建の前にリストラが必要ということで、2001～ 2002年にかけてリストラ・

Majdanpek 銅鉱山 

Krivelj 銅鉱山  
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民営化が加工部門から始まり、それまで 19 Holding会社有った RTB BORは現在 9 Holding会

社に減少している。現在 RTB BORの経営役員会の議長は政府から任命されている。2004年 10

月から本格的な再建計画の実施にはいっている。現在、RTB BORの生産鉱山は、BOR（坑内掘

り）、Krivelj（露天掘り）、Majdanpek（露天掘り）であるが、図 4－ 1に RTB BORの各鉱山と

比較して、世界の代表的な大型斑岩銅鉱山との埋蔵鉱量と平均品位を示す（前頁参照）。RTB

BOR傘下の Krivelj（露天掘り）、Majdanpek（露天掘り）銅鉱山はチリ CODELCOなどの 100億

トンクラスの超大型斑岩銅鉱山には及ばないが、世界の銅 Porphyry鉱山の中位には位置してい

ることが分かる。

図 4－ 2に BOR銅鉱山、Krivelj銅鉱山、選鉱場、製錬所、廃滓堆積場の位置図を示す。

図 4－ 2

Kr ive l j 銅鉱山は 2003  年末時点での埋蔵鉱量 5 .4 億トン、平均銅品位 0 .33％、可採鉱量

（Mineable （Proofed））1億トン、平均銅品位 0.34％の露天掘り銅鉱山である。フル生産量は 8.6

百万トン /年で、現在は約 3百万トン /年の生産量に留まる。銅研究所での地質、採鉱の技術開

発、計画策定などをみると、RTB BORの技術者の能力は高いと思われるが、主に経済的な要因

 

 

 

Veliki Krivelj銅鉱山、選鉱場 

Veliki Krivelj銅鉱山 
廃滓堆積場 

BOR銅鉱山廃滓堆積場 

BOR市街 

BOR銅鉱山選鉱場・ 
製錬所 

BOR銅鉱山 
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で、1990年以降探鉱がほとんど進んでいない。受領した資料がセルビア語であるので聞き取り

でしか調査できなかったが、採鉱機械類の数も少なく、生産の障害になっていると想像される。

露天掘りのピットが急傾斜になっており、危険な箇所も見られた。

一方 BOR銅鉱山は現在の可採鉱量（Mineable （Proofed））は 23百万トンであるが、BOR鉱

体の西側に広がる Borska river鉱体（5.9億トン、0.62％）を加えた 2003 年末時点での埋蔵鉱

量 6.2億トン、平均銅品位 0.63％である。BOR銅鉱山の将来的な生産計画及び Borska river鉱

体の開発計画の検討（2004年からの RTB BORの 5か年計画には、Borska river鉱体の開発は

含まれていない）が必要であろう。

選鉱場の磨鉱はロッドミル－ボールミルの 2段磨鉱で 3回路ある。磨鉱産物は浮選工程へと

送られ、浮選中間産物の再磨鉱が行われており、伝統的な選鉱フローである。建設した後、機

器の計画的な更新が行われていない、市場経済に以降後の市場の変更、1990年代の経済制裁な

どが原因で、多くの機器が動いておらず、フル生産能力から下回る生産しかできていない。た

だ、プラントでは、限られた資源を利用し、古い機器を修理、交換してうまく使用しているこ

とは評価できる。工程の自動化、遠隔監視も行われているが、古い中央監視室からの集中制御

であり、現在主流である分散型コンピューター制御、遠隔監視機器は設置されていない。また、

自生ミル、大型浮選機など省エネルギー機器の導入も必要であろう。

BOR地域の 2鉱山の原鉱を処理する選鉱場場廃滓堆積場は 2か所ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堆積量　　　　残存金属

① Kriveij露天掘り銅鉱山東 160 Millonトン Cu;0.08％

② BOR銅鉱山選鉱場、製錬場に隣接   33 Millonトン Cu;0.24％　Cu 量；約 80千トン

Au;0.2g/t

上記②の堆積場は、古い時代のもので、BOR銅鉱山の旧露天掘りと現在の坑内掘りの廃滓が

中心に堆積しており、聞き取り調査では、その構成鉱物は含有量順に以下である。

酸化鉱

銅蘭　（Covelline，CuS，Cu含有量；66.4％）

輝銅鉱（Chalcocite，Cu2S，Cu含有量；79.83％）

斑銅鉱（Cu3FeS4，Cu含有量；55～ 69％）

黄銅鉱（CuFeS2，Cu含有量；34.8％）

上記の内、銅蘭、輝銅鉱 2つの銅鉱物は 2次銅鉱物であり、いわゆる leachable sulfideと呼

ばれ、バクテリアの活動の助けを受け、硫酸にも比較的に可溶、SX-EW（Solvent Extraction

Electro Winning）の適用の可能性がある。BOR銅鉱山の場合、モリブデン、金などの含有量が

低いことも SX-EWに適していると判断される。鉱山側では、ヒープリーチングの本格的な F/S

を実施したい意向だが、SX-EWの application経験、ノウハウが無い。また、地下水汚染への
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配慮などが必要である。銅金属はそれほど多くないが、②は選鉱場、製錬場に隣接しており、電

気などユーティリティや電解設備などのインフラが整っているので、十分に期待できる。また、

選鉱場、製錬場の隣接する廃石ダンプは、旧露天掘りの廃石が 1.6億トン存在しており、廃石中

には、酸化鉱が存在していることが想像され、過去のカットオフ品位が現在より高かった点を

考慮すると、この廃石ダンプへのダンプリーチング又はヒープリーチングの適用可能性も鉱山

側では調査中（廃石のボーリング調査など）である。SX-EWプロセスでは、銅金属量の 2～ 6倍

の硫酸を消費することから、SX-EWプラントの実現は、硫酸の自家消費の観点からも意義のあ

ることと判断される。

4－ 1－ 2　Majdanpek鉱山・選鉱場

（1）概　要

RTB BOR傘下企業の一つで、露天掘り鉱山および選鉱場を持つ。精鉱は、BOR銅製錬場

まで鉄道輸送を行っている。現在の人員は、採鉱 650人、選鉱 300人、その他 450人の 1,300

人である。

Majdanpek市は現在の人口約 1万人で、BOR市の北北東に位置し、ドナウ川（ルーマニ

ア国境）まで 20kmも無い。BOR市から陸路約 1.5 時間。Majdanpek市は鉱山の企業城下

町であり、上水給水、暖房などを鉱山が提供しており、また体育館などの市民の福利厚生

施設も鉱山の費用で建設されている。

銅山の歴史は古く 6,000年前から掘られていた記録があるが、企業としては 1961年に操

業を開始した。処理鉱量 3.3百万トン /年の規模でスタートし、1980年代の最盛期には 13

百万トン /年鉱石処理（銅量；65千トン /年）を行っていたが、現在は 1.2百万トン /年の処

理に留まっている。鉱山幹部からの聞き取りによると、この理由は以下である。

・資金不足による探査不足、露天掘り鉱山の剥土遅れ

・設備更新が出来ない、また更新遅れなどで設備の老朽化

・過去の負債（新たな資金調達が難しい）

負債は合計約 1.0億 US$あり、その内訳は海外からの長期負債（ロンドン、パリクラブ関

連負債 1）が 7,000万 US$、政府への負債（電気代、従業員賃金などの運転資金）とその他短

期債務が残りである。ロンドン、パリクラブ関連の長期負債については、半分程度が免除

される見込みであるとの事である。

1ロンドンクラブ；民間債権（公的機関の保障が付いていない）の公的債務のリスケジュール機関

パリクラブ；公的債権かつ公的債務（日本の場合 J-BIC）のリスケジュール機関
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（2）露天掘り

北鉱と南鉱がある。1961年の開山以来 13億トン以上の表土、ずり＋鉱石の採掘を行い、10

億トンの廃石、3.6億トンの鉱石を採掘した。

　　　　　　 埋蔵鉱量　　　　　　　平均銅品位

南鉱； 4.2億トン 0.3％ Au;0.28g/t,Ag;1.5g/t

北鉱； 2.2～ 2.3億トン 0.34％ Au;0.2 g/t,Ag;1.5g/t

（現在のピット底が 65mで、－ 100mまでの埋蔵鉱量）

南鉱に比べ剥土量が大きい。

聞き取りによれば、銅鉱物は、黄銅鉱が主体で、斑銅鉱が少し。その他の鉱物は、黄鉄鉱が

多く、少量の方鉛鉱、閃亜鉛鉱、褐鉄鉱（リモナイト）などが存在する場合もある。なお、金、

銀は黄銅鉱、黄鉄鉱、脈石の石英のほか、褐鉄鉱にも含まれる場合があり、褐鉄鉱は北鉱

に多く、金、銀の比較的高い場所もある。モリブデンは南鉱の北辺に存在しており、含有量

は 10～ 120g/t（平均 40～ 50g/t）。

銅カットオフ品位は 1968年までは 0.5％、1968～ 1972年が 0.3％、1972年以降 0.2％とし

ている。低品位鉱は廃石などとダンプしているが、後年、脈石の石灰岩などをダンプしこれ

らと混じった場所もある。現在北鉱、南鉱とも設備の老朽化による剥土の遅れが原因で（一部

深部開発のために上部構造物の移設が必要なピットもある）、ピット底での採掘は難しい状況

にあり、また、ポンプの修理も資金不足から行えず、ピットには大量の水が溜まっている状

態である。一つの理由が排水ポンプの部品が入手できないとのことである。なお、従来、排

水は周辺の川へ放流していた。現在は処理鉱量が少ないので、コストが高くなっているが、昔

の処理実績からして、採掘コストは 1US$/トン程度であろうとのことである。

図 4－ 3　Majdanpek鉱山

主要採掘設備を以下に示す。

穿孔機： BE　40L （320mmφ）  3台 BE　45L （299mmφ） 1台
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積込機： Marion　182　（7.6CM） 2台 Marion 191 （11.5 CM） 1台

Marion　191　（15.23CM） 2台 BE 395B （15CM） 1台

運搬機： Dressor 63 （190T） 4台 Unitrig MT3600D  1台

170T　トラック　1台

その他： ブルドーザー　CAT D10 M トラクター　CAT224

採掘設備に関しては積込機の台数に比較して運搬機の台数が極めて少ないことに気付く。こ

れは、かつての運搬方式がハイアングルコンベアによるピット内からの鉱石持ち上げ、およ

びピット最上部にクラッシャーを設置し選鉱場、ウエストダンプへはコンベア輸送によって

いたためである。その効率的な運搬システムは現在破損し残骸すらないものもある。また、採

掘機械の中でトラックはその耐用年数の比較的短い機械であることから資金難による減数を

余儀なくされたものと推測する。いずれの機械にせよ老朽化は見てとれたが、運搬ネック解

消がさしあたっての課題であろう。

（3）選　鉱

1958年～ 1961年にかけて 3.5百万トン /年処理能力の選鉱場を建設、その後 1968 ～ 1970

年に 7百万トン /年に拡張、1971年に 13百万トン /年の最大処理選鉱場が完成した。当時

は欧州で一番大きな選鉱場であった。現在の処理は露天掘りの所でも触れた様に 1.2百万ト

ン /年である。また、1990年ごろに 6百万トン /年の新工場の建設を開始したが、完成して

いない。

摩鉱回路は、ロッドミル＋ボールミルの 2段摩鉱。摩鉱粒度は－ 200メッシュ（74μ）60

％とあまり細かくない。機器は共食い状態で使用されており、また、劣化も著しく、現在の

状態では、4.5百万トン /年の処理が最大であろうとのことである。

廃滓品位は 0.1％。銅精鉱銅品位は 22～ 24％、かっては銅精鉱生産量 300千トン /年、金

生産量 2.5～ 3トン /年。銅採収率 88％、金採収率 60％。フル生産時代の選鉱コストは 3.5US$/

トン程度との事だが、現在（2004年 1月～ 10月実績）は、軽負荷運転で効率が悪く試薬と

原単位物品だけでコストは 2.58 US$/トンとなっている。

　　　　　　鉱石の粒度など

摩鉱硬さ（Working Index）Wi＝ 17kWh/st

破砕粒度 P80=18.5mm

摩鉱粒度 P80=125 μ

再摩鉱粒度 P80=65μ（粗選フロス）
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表 4－ 1　主要機器リスト

表 4－ 2　水量バランス

表 4－ 3　操業成績（2004.1～ 10）

部　門 名称 製造者 仕様 数 設置年

摩  鉱
No8, 9
Section

ロッドミル Allis-Chalmers 10.5feetφ× 14feetL １ 1971
ロッドミル Allis-Chalmers 13feetφ× 18feetL １ 1971
湿式サイクロン FOD Bor SCG D=750mm 4 1971

浮選
No8, 9
Section

粗選 Agitair 120# 2× 16 1971
第１段クリーナー Agitair 60# 3× 14 1971
第 2段クリーナー Agitair 60# 3× 8 1971
第 3段クリーナー Agitair 60# 3× 4 1971
再摩鉱ミル Allis-Chalmers 9feetφ× 11feetL 1 1971
シックナー Dorr-Oliver 20feetφ 2 1961

精鉱処理 ディスクフィルター Dorr-Oliver 10feet6inchφ ,4discs 2 1972
ディスクフィルター Dorr-Oliver 10feet6inchφ ,8discs 1 1972
シックナー Dorr-Oliver 28mφ 1 1961

廃滓処理 廃滓流送ポンプ Denver Cetrifugal, 18”× 16” 2 1986
廃滓流送ポンプ Denver Cetrifugal, 14”× 12” 5 1980
湿式サイクロン FOD Bor SCG D=350 mm 12 1980

使用箇所 水量（m3/h）
選鉱用水 750

ポンプシール水及び減速機冷却水 65

冷却水類 65

その他 65

合計 945

パラメーター 計画値 実績値

原鉱

処理鉱量（湿鉱 t） 780,000 795,000
銅品位（％） 0.329 0.333
金（g/t） 0.295 0.437
銀（g/t） 1.44 2.33

精鉱

精鉱量 17,812 19,505
銅品位（％） 10.91 10.68
金（g/t） 5.95 6.57
銀（g/t） 35.20 53.48

採収率（％）
銅 75.66 78.74
金 47.75 38.28
銀 57.84 58.45

操業時間（hrs） 17,640 12,700
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使用量
（g/t）

単価
（$/kg）

単位コスト
（$/t）

選

鉱

試

薬

捕収剤 ソジウムイソプロピルザンセート（NaIX） 10 1.6 0.016
捕収剤 ポタシウムアミルザンセート（KAX） 4 2.0 0.008
捕収剤 ベンゼンチアゾール基 16 2.0 0.032
起泡剤 D250 4 3.0 0.012
起泡剤 Cytec A76 7 1.5 0.011
pH調節剤 CaOH2 3,750 0.06 0.225
凝集剤・抑制剤 使用せず － － －

計 0.304

物

品

ロッド 665 0.62 0.412
ボール 935 0.615 0.575
再摩鉱ミルボール 30 0.615 0.018
ロッドライナー（鉄） 40 3.5 0.140
ボールミルライナー（ゴム） 10 9.5 0.095
潤滑油 13 5.0 0.065
電気 35kWh/ 0.030 1.050

計 t 2.355

表 4－ 4　原単位物品使用量（2004.1～ 10）（Source; Majdanpek 銅山）

（4）堆積場

廃滓堆積場は 2か所ある（操業用と非常用）。選鉱場から廃滓はポンプによるスラリー流

送され、堆積場で開渠により、放流点まで導かれ、分級後に、細粒部はポンドへ放流される。

廃滓堆積場は浮選粒度が－ 200メッシュ 60％であり、廃滓からサンドが取れるので、堆積

場は分離堆積で嵩上げしている。操業開始以来使用している堆積場の現在の堆積量は 3億

トン、面積は 300ha、深さは 200m、築堤の長さは 2km。ポンド水は約 10百万 m3で選鉱場

へリサイクルしているので、放流は無いとの説明であった。

堆積された廃滓には、平均金品位 0.6g/tと比較的金が残存しているので、鉱山側では残

存金の回収を検討したいとのことであった。旧廃滓からの金の再回収プラントはルーマニ

ア（ルーマニア北部バイアマーレの AUREL社 TRANSGOLD金回収プラント）でも実績が

ある。本プラントは、旧金銀廃滓（Tailing）ダムの Tailingをスラリー輸送し、プラントに

おいて CIP法（Carbon in Pulp）で残存金、銀を回収する。回収対象は 3か所あり、中央廃

滓ダム（約 1千万トン、金品位；0.48g/t）、Sararダム（約 4百万トン、金品位；0.60g/t）、焼

鉱（約 33万トン、金品位；2.86g/t）であり、検討の価値があるかもしれない。

（5）南鉱 1億トン開発計画（Juzni Revir＆ Coca Marin）

Majdanpek銅山の調査“Study of Profitable Exploitation in Majdanpek Copper Mine,

March 2004”によれば、開発の内容は以下である。
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表 4－ 5　南鉱 1 億トン開発計画生産量の概要

項目 単位
プロジェクト期間 年 23

Juzni Revir鉱床

鉱石量
廃滓＋廃石量
採掘量
銅品位
金品位
銀品位

ｔ
ｔ
ｔ
％
g/t
g/t

98,832,000
211,754,000
310,586,000

0.432
0.281

1.5

鉱石量（年間）
精鉱量（年間）
銅金属量（年間）

t/y
t/y
t/y

4,492,364
75,137
17,357

人員
　採鉱　
　選鉱
　修繕
　管理など

750
345
165
128
113

Coca Marin鉱床

鉱石量
銅品位
金品位
銀品位

ｔ
％
g/t
g/t

60,000
４
10

100
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表 4－ 6　南鉱 1億トン開発計画経済分析の概要

シナリオ A：新機材は購入。機材のリース及び現債務返済は無し。

シナリオ B：新機材は購入又はリース。現債務（約 1億 US$）の返済をリスケプログラムに従

い実施。

シナリオ C：新機材は購入又はリース。現債務（約 1億 US$）内の約 48百万 US$の返済をリ

スケプログラムに従い実施。

4－ 1－ 3　BOR銅製錬所

基本部分は、1961年に建設され、1971年に反射炉＋転炉の第 2ラインが作られ、順次拡張さ

れた。1976 年には、酸素吹き込み設備の強化が実施され、精鉱（乾鉱ベース）608千トン /年の

処理能力となった。乾式製錬＋電解精製設備を持つ一貫した銅製錬所であり、電気銅（99.98％、

Grade A）の製造を行っているが、以下に記載するごとく、特に乾式製錬、硫酸製造プロセスな

単位
経済分析データ

シナリオ A シナリオ B シナリオ C
プロジェクト期間 年 23 23 23

投資 投資期間 年 10 10 10

新投資金額
　輸入
　国内

百万 US＄ 59
37
23

32
9
23

32
9
23

財務 総収入
総費用
粗利益
純利益

百万 US＄
百万 US＄
百万 US＄
百万 US＄

637
494
144
121

637
529
109
87

637
503
134
111

IRR ％ 14.8 3.2 8.9

F/S条件

採収率
　銅
　金
　銀

％
％
％

95
90
85

95
90
85

95
90
85

コスト
　精鉱単位当り
　電気銅単位当り

US$/t
US$/t

842
1,311

933
1,407

865
1,334

金属価格
　銅
　金
　銀

US$/t
US$/kg
US$/kg

1,700
11,000

160

1,700
11,000

160

1,700
11,000

160

ユーティリティ
　電気　 US$/kWh 0.04 0.04 0.04

人件費 US$/man-month 268 268 268
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どは、時代遅れのプロセスで設備の劣化も著しい。電気銅はロンドン金属市場（LME）へ登録し

ている。現在の基本的なプロセスは以下である。近年は 300千トン /年程度の精鉱を処理してい

る。

乾式製錬

流動ばい焼炉＋反射炉；2ライン、反射炉スラグは旧露天掘りに廃棄、堆積

PS転炉；4基、スラグは反射炉へ戻す、粗銅（Blister）の銅品位は、98.5％

陽極（アノード）炉；3基、残存亜鉛、鉄、酸素の除去及び粗銅の表面平滑化が目的、なお、

陽極炉スラグは転炉へ戻している。

陽極（アノード）鋳造設備；2 基、陽極銅の銅品位は 99.8％

電解精製

電解槽；1,454槽

オートクンプ製カソード剥ぎ取り機

電気銅の銅品位は 99.99％

排ガス処理（硫酸製造設備）；3ライン、いずれも Single Contact

K1；412トン /d、1968年建設（ストップ）

K2；435トン /d、1971年建設（運転中）

K3；1,000トン /d、1983年建設（ストップ）

副産物生産

金電解精製；6トン /年

銀電解精製；50トン /年

セレン、プラチナ、パラジウムなど

問題点としては、以下が挙げられる。

●乾式製錬設備の近代化

乾式製錬設備の基本的な部分は建設から 30～ 40年経過しており、老朽化、劣化が目立ち

かつプロセス（反射炉）も古いものが多く、Flush炉プロセスへの転換を製錬所側では計画し

ている。概要は以下である。

・流動ばい焼炉＋反射炉 2ラインを自熔炉 1ラインに変更

・酸素吹き込み設備の追加

・陽極炉、陽極鋳造設備（排ガス設備も含む）の近代化

・デジタル計装、分散型プロセスコンピューター設備の導入　など

●硫酸製造設備の近代化

流動ばい焼炉排ガスは、SO2濃度が 7％と、転炉排ガスは SO2濃度が 4％で硫酸製造設備へ

供給できるが、反射炉排ガスは、SO2濃度 1％で、硫酸製造が不可能な低濃度であり、煙突か
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ら大気へ放出している。その量は全体の Sの約 50％に上る。3ラインある硫酸製造設備は老

朽化で K1はストップ、K3は処理量が少ないために、排ガスは量が足りず、1999年 1月以来

運転していない。（1999年 1月の NATOによる空爆で、RTB BORの変電設備がダメージを受

け、ストップ。なお現在、変電設備は新設備が作られた。）現在は K2のみを運転している。ま

た、全体的に漏ガスも多い。SO2濃度を高くし、Double Contact プロセスの硫酸製造方式に

変更するためにも、Flush炉プロセスへの転換を計画している。

・転炉排ガス流送、冷却、除塵設備（転炉排ガス中 SO2濃度上昇のため）

・既存 K3硫酸製造設備の改善（ダブル接触方式へ変更、第 2フェーズでは既存 3基の硫酸

製造設備を更新し、硫酸製造設備を新設）

・硫酸排水処理設備

4－ 1－ 4　環境・鉱害

セルビア・モンテネグロでは、地方自治に関する法規類の整備の過程にあるといえる。環境

における地方分権化の流れの中、セルビアでは 10 以上の都市で、地域環境アクションプラン

（Local Environmental Action Plan, LEAP）の策定が行われている。ボル市は、UNEPと GRID-

Arendal2の支援により、セルビアで初めての LEAPを作成し、2003年 4月にはドラフト版を出

版した。LEAPの作成には、ローカル NGO、ボル市、大学、RTB BORも参加したと聞いてい

る。

今回その全 20ページ程の要約を入手したが、大気、水質、土壌、廃棄物、食品品質、健康、自

然資源及び生物多様性、環境意識向上について BOR地域の現状、改善の目標、アクションプラ

ンが記載されている。この内、鉱業活動に伴う公害に関係の深い大気、水質、土壌について表

4－ 6に纏める。

なお、BOR市はほとんどが山岳地域をカバーし、総面積は 856km2で、1990年 BOR鉱山の生

産が全盛の時は、BOR全地域人口は約 6万人、BOR市の人口は約 4万人であった。内 1万 4千

人が RTB BORの従業員であり、家族も含むと BORの住民の大半が RTB BORに何らかの関連

があった。現在もそれは変わっておらず、BOR鉱山の企業城下町である。

ほんの 1世紀前は小さな貧しい村であったが、RTB BORの操業開始、拡大に伴い、村も大き

くなり、今は町となった。現在の BORは鉱山城下町の印象からすると、大きく明るい感じがす

る。旧の町並みは BOR鉱山、選鉱場、製錬場に隣接して作られてきたが、新しい住宅地域はこ

れら鉱山施設から少し離れた南の丘陵地域にも拡大している。商店などを含む旧の町並みは鉱

山に隣接しているので、製錬所からの排煙などの影響を大きく受けていることが実感される。

2  GRID; Global Resources Information Database（地球資源データベース）は UNEPが設立した世界的なデータベースで、

現在世界各地 16か所を拠点に環境に関する様々なデータの提供を行っている。Arendalはノルウェー南岸の町。日本で

は GRID-Tsukubaが活動を行っている。
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表
４
－

7 　
B

or
市
の
環
境
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（

L
oc

al
 E

n
v

ir
on

m
en

ta
l 

A
ct

io
n

 P
la

n
）
の
概
要

●
  
B

or
銅
製
錬
所
は
、
銅
精
鉱
の
処
理
量
拡
大
に
伴
い
排
煙
中
の
有
害
物
質
の

排
出
量
が
多
く
な
り
、

SO
2（

20
0
千
ト
ン

/ 年
）、

A
s （

30
0
ト
ン

/ 年
）、
水

銀
を
含
　
む
重
金
属
（

H
g;

15
0k

g/
年
）
を
排
出
し
て
い
る
。

●
 そ
の
原
因
は
、
生
産
量
の
減
少
に
よ
り
、
硫
酸
製
造
設
備
が
使
え
な
い
こ
と
、

製
錬
プ
ロ
セ
ス
、
硫
酸
製
造
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
と
、
設
備
の
劣
化
、
公

害
防
止
に
関
す
る
意
識
が
低
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

●
 大
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は

SO
2
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
し
、
機
器
は
破
損
し

た
り
し
て
お
り
、
一
部
し
か
稼
動
し
て
い
な
い
。

●
  
B

or
市
中
心
部
で

SO
2
濃
度
が

W
H

O
の
基
準
を
超
え
る
日
数
は
、

10
0
日
を

越
え
て
い
る
。

●
 そ
の
結
果
、

B
or
市
の
子
供
達
の
間
で
は
、
喘
息
に
苦
し
む
子
供
が
多
く
、
統

計
に
よ
れ
ば
子
供
達
は
平
均

5
～

6
回

/ 年
喘
息
で
病
院
に
通
っ
て
い
る
。

SO
2
と

A
s
排
出
量
を

2
段
階
で

削
減

●
第

1
段
階
；

50
％
（

20
06
）

●
第

2
段
階
；
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％
（

20
10
）

第
1
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階

●
H

2S
O

4
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
探

す

●
H

2S
O

4
製
造
プ
ラ
ン
ト
、
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
の
改
善

●
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
、

  
IS

O
14

00
0
な
ど
の
導
入

第
2
段
階

●
製
錬
－
化
学
プ
ロ
セ
ス
に

B
A

T （
B

es
t 

A
va

il
ab

le

T
ec

hn
ol

og
y ）
の
適
用

分
　
野

現
　
　
　
状

目
　
標

ア
ク
シ
ョ
ン

大
気
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1 ）
水
供
給

●
  
B

O
R
市
で
は
、
水
供
給
は
地
下
水
、
カ
ル
ス
ト
か
ら
の
湧
水
に
依
存
し
て
い

る
ほ
か
、

R
T

B
 B

O
R
で
は
一
部

B
O

R
湖
か
ら
給
水
し
て
い
る
。
全
体
の
水

の
80
％
が
工
業
用
で
、

20
％
が
上
水
。

●
 地
下
湧
水
の
過
剰
汲
み
上
げ
は
、
河
川
及
び
生
態
系
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
、

工
業
（

R
T

B
 B

O
R
）
の
節
水
が
重
要
。

●
 市
で
は
、
特
に
乾
季
な
ど
上
水
供
給
量
は
十
分
で
は
な
く
、
ま
た

R
ur

al
地

域
で
は
給
水
率
が
低
い
。

●
 工
業
用
水
、
上
水
配
管
は
老
朽
化
し
て
い
る
。
ま
た
銅
山
で
の
発
破
、
酸
性

排
水
が
原
因
で
亀
裂
が
入
り
、
漏
水
、
汚
染
水
の
し
み
込
み
な
ど
の
問
題
が

る
。

●
  
10

km
以
上
の
市
の
給
水
パ
イ
プ
が
ア
ス
ベ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
イ
プ
製

で
あ
る
。

●
 水
使
用
の
ロ
ス
及
び
使
用
量

の
削
減
（

20
06
）

　
工
業
；

40
％

　
　
家
庭
；

20
％

●
 持
続
あ
る
発
展
の
た
め
の
十

分
な
水
量
の
確
保
（

20
10
）

●
 古
く
劣
化
し
た
パ
イ
プ
の
修

復
（

20
06
）

●
 市
全
域
に
水
供
給
可
能
な
貯

水
池
の
建
設
（

20
06
）

●
 ア
ス
ベ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

パ
イ
プ
の
取
替
え

 （
20

05
）

●
 ダ
ム
及
び
人
口
湖
（

B
og

ov
in

a

湖
）
の
建
設
（

20
15
）

●
E

U
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て

河
床
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
（

20
07
）

●
工
場
用
水
の
合
理
的
使
用
の

教
育
（

20
08
）

●
住
民
へ
の
適
正
水
使
用
教
育

の
実
施

水
質
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2 ）
排
水
処
理

●
 銅
鉱
山
、
廃
滓
堆
積
場
な
ど
か
ら
年
間

22
百
万

m
3
の
排
水
が
、

K
ri

ve
lj
、

B
re

st
ov

ac
、

R
av

na
川
に
排
出
さ
れ
て
い
る
。
露
天
掘
り
の
廃
石
ダ
ン
プ
や

廃
止
鉱
山
な
ど
か
ら
の
排
水
は
、
表
流
水
、
地
下
水
を
汚
染
し
て
い
る
。

●
 過
去
に
廃
滓
堆
積
場
か
ら
の
廃
滓
が
流
出
し
、

2
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
に

堆
積
し
使
え
な
く
な
っ
た
。

●
 現
在
、

V
el

ik
i-

K
ri

ve
lj
廃
滓
堆
積
場
の
集
水
管
が
破
損
し
て
い
る
箇
所
が
あ

り
、
修
理
の
必
要
が
あ
る
。

●
 川
堤
に
堆
積
し
た
選
鉱
廃
滓
か
ら
の
浸
出
液
が
地
下
水
を
汚
染
し
て
い
る
。

●
 結
果
と
し
て
、

B
O

R
鉱
山
の
排
水
は
セ
ル
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
河
川
流
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
危
険
に
さ
ら
す
だ
け
で
な
く
、
ド
ナ
ウ
川
の
汚
染
へ
と

繋
が
る
危
険
性
が
あ
る
。

●
 露
天
掘
り
鉱
山
の
廃
石
ダ
ン
プ
、
選
鉱
廃
滓
の
堆
積
に
よ
り
、

B
O

R
及
び
周

辺
地
域
の
、
広
い
面
積
の
肥
沃
な
農
地
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
。

B
O

R
市
で
は
、

影
響
の
あ
る
土
壌
は
約

25
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。

●
 ま
た
、
製
錬
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
高
濃
度
の

SO
2
ガ
ス
は
製
錬
所
近
く
の
農

●
 鉱
業
、
製
錬
、
家
庭
排
水
汚
染

か
ら
表
流
水
を
守
る
（

20
08
）

●
 生
物
処
理
法
に
よ
り
汚
染
さ

れ
た
河
川
の
浄
化
（

20
12
）

農
業
地
土
壌
汚
染
の
修
復

（
20

10
）

●
 鉱
業
排
水
浄
化
の
た
め
の
湿

式
製
錬
技
術
の
導
入
（

20
08
）

●
 工
業
及
び
市
の
排
水
処
理
シ

ス
テ
ム
の
建
設
（

20
08
）

●
 廃
滓
ダ
ム
の
破
損
し
た
集
水

管
の
取
替
え
（

20
06
）

●
汚
染
し
た
水
路
の
浄
化

（
20

12
）

●
 廃
滓
で
覆
わ
れ
た
川
の
周
辺

土
壌
の
修
復
（

20
10
）

●
 鉱
山
、
製
錬
所
、
民
間
企
業
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
及

び
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導

入

●
 古
い
下
水
シ
ス
テ
ム
の
修
理
、

再
建
（

20
06
）

●
 住
民
へ
の
水
質
保
全
教
育

●
 汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
イ
ン
ベ

ン
ト
リ
ー
作
成
（

20
05
）

●
 農
業
地
の
将
来
利
用
計
画
の

採
択
（

20
06
）

土
壌
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（
20

07
）
数
字
は
達
成
目
標
時
期

（
出
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L
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地
の
侵
食
、
酸
性
度
の
上
昇
、
作
物
へ
の
多
大
の
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

●
 土
壌
の
酸
性
化
は
ま
た
、
含
有
す
る
重
金
属
汚
染
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
セ

ル
ビ
ア
の
土
壌
基
準
は
銅
が

10
0m

g/
kg
、
砒
素
が

25
m

g/
kg
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
基
準
を
超
過
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

●
 土
壌
中
の
有
害
物
質
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
シ
ス
テ
ム
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果
か
ら
農
地
の
利
用
計
画
は
存
在
し
な
い
。

●
 土
壌
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
導

入
（

20
06
）

●
 現
在
の
条
件
で
育
成
可
能
な

植
物
の
選
定
（

20
06
）

●
 農
民
へ
の
土
壌
改
良
な
ど
の

技
術
教
育
（

20
06
）

●
 農
業
地
の
土
壌
汚
染
修
復
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
（

20
10
）
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（1）RTB BORの鉱害＊

a．鉱山酸性排水

（a）Krivelj川

Krivelj川の水系には、2003 年 1月以来一時的に休山している Cerovo露天掘り鉱山

と Veliki Krivelj露天掘り鉱山がある。Cerovo露天掘り鉱山が稼動している時は、鉱

山からの酸性排水は機能し、すべての排水は集められて“environmenta l  s torage

basin”に貯水され、選鉱用水として利用されていた。しかし、鉱山の稼動休止以降、

13.3kmもの距離を旧廃滓パイプで BOR鉱山の選鉱場まで流送されている。この排水

は、pHが 3～ 4の酸性排水であり、パイプの腐食の問題があり、“environmental storage

basin”での排水の中和を検討している。Krivelj川の下流には稼動中の Veliki Krivelj

露天掘り鉱山がある。Veliki Kriveljオープンピット底に溜まる排水は、沈降池で沈砂

し、Krivelj川に放流されている。この排水を 100～ 200m下流にある Veliki Krivelj選

鉱場用水取水池まで導き放流すれば、排水の閉回路が実現し、Krivelj川の水質改善に

寄与するが、ポンプとパイプラインの設備不足により実現していない。

図 4－ 4　Delta of BOR and Krivelj river

一方、BOR川水系は、BOR銅山の坑内排水により汚染されている。その量は 180～

430m3/hで、この内 120 ～ 150m3/hはセメンテーションで沈殿銅を回収し、残りは直接

B O R に放流されている。この排水とセメンテーション後の排水を混ぜて、V e l i k i

＊出典；RTB BOR “Environmental Affairs,  October 2004”及び面談
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Krivelj露天掘り鉱山の廃滓ポンドまで流送し、Veliki Krivelj選鉱場の用水の一部とし

て利用できる可能性がある。

Veliki Krivelj露天掘り鉱山の下流には、同鉱山の廃滓堆積場がある。新・旧 2つの

廃滓堆積場は総面積は 334haと広大である。問題はこれら廃滓堆積場から Krivelj川水

系への漏れである。特に“3A”ダムの底面からの漏れで、漏出量は季節変動があり、70～

180m3/hと報告されている。

（b）選鉱場廃滓堆積場

Veliki Krivelj露天掘り鉱山の廃滓堆積場は Krivelj川の谷を利用し、ダム 1（旧ダム）

とダム 2（新ダム）の 2つが作られ、ダム 1の上流部にダム 3が拡張されている。廃滓

堆積場ダム 1左岸には、Krivelj川の排水路が建設されている。その下流で排水路は暗

渠となり、廃滓堆積場ダム 2内部をトンネルで流れている。このダム 2内部のトンネル

はところどころ亀裂が入っており、RTB BORで修復を行っているが、本格的な修復が

必要である。

図 4－ 5　Veliki Krivelj露天掘り鉱山廃滓堆積場

図 4－ 6　廃滓堆積場ダム 2内部の排水トンネル

（c）露天掘りピット、廃石ダンプの覆土など

数百年の銅採掘の鉱業活動に伴い、BORでは、露天掘りピット、ずり、廃石ダンプ

やこれらの影響で 1,400haの土地が荒廃している。この中で、閉山した BORの露天掘

りは、Veliki Krivelj露天掘り鉱山のずりなどで充填が行われつつある。BOR市街は
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BOR鉱山などの鉱業活動地域に近く位置しており、上記荒廃した土地から舞い上がる

砂塵や、露天掘り発破時のダストは BORの工場労働者や付近住民に与える影響が大き

い。

ずり山などの土壌は、茶色にてい色し、酸度が高く、硫酸によりダメージを受け、栄

誉度が低く、耕作には適さない。1979～ 1986 年の間に BOR及び Cerovo鉱山跡に植林

を行ってきた。全体の面積は 400haに及ぶ。また、Majdanpek鉱山でも 10haの面積の

土地に約 2万本の植林が行われた。

　年　　　　　　 植林本数

1979～ 1986 593,000

1992 13,960

1993 115,000

1994 300,000

1995 500,000

1996 341,000

1997 120,000

1998 110,000

図 4－ 7　BOR鉱山のずりダンプ

4－ 1－ 5　その他

（1）RTB BORの 5か年計画

概　要

RTB BORは 2004年 3月作成のその 5か年生産計画の中で、同グループでの銅生産は以

下の理由で意義があり、重要であると記載している。
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●自山鉱が存在する。

●銅、貴金属の販売には問題が無い。

●短期的に銅価格は低くなることはあっても、長期的には安定している。

●生産物の大半が輸出され、外貨獲得に貢献している。

●銅の一環生産が可能

●ボルの地理的位置を考慮すると、政治的、経済的に重要であり、地域社会・経済に与え

る影響が大きい。

最低の採算が取れる操業度である陰極銅 3,000t/月の生産に戻すために、早急に投資サイ

クルの再建が必要である。投資サイクルの再建には、セルビア政府も積極的に参加してい

る。以下に 5か年計画の概要をしめすが、詳細は添付資料を参照の事。

表 4－ 8　RTB BOR全体の 5か年精鉱生産計画

表 4－ 9　RTB BORの各鉱山の従業員数

表 4－ 10　RTB BOR全体の 5か年収益計画

Concentrator

生産計画
1年 2年 3年 4年 5年 Total

処理鉱量（千 t） 6,493 14,029 14,030 14,031 14,031 62,616

精鉱量 (t) 149,064 291,929 303,957 275,783 284,339 1,305,074

銅量 (t) 22,455 46,078 49,471 44,905 45,507 208,417

2003年 12月 31日時点の人数 リストラ後の目標人数
採鉱 選鉱 合計 採鉱 選鉱 合計

Veliki Krivelj 鉱山 592 375 967 330 300 630

Bor 鉱山 667 231 898 414 185 599

Majdanpek　鉱山 859 486 1,345 690 460 1,150

収益（千 US$）
1年 2年 3年 4年 5年 Total

総収入 40,309 78,776 82,473 75,515 76,719 353,792

総費用 49,186 72,330 69,083 67,335 66,804 324,737
　経常費用 49,186 69,742 66,862 65,386 65,203 316,379

　　内償却費 1,794 5,155 5,412 5,581 5,748 23,690
　　財務費用（利子） 0 2,588 2,221 1,948 1,601 8,358

総利益 －8,877 6,446 13,390 8,180 9,915 29,055

課税 0 902 1,875 1,145 1,388 5,311

純利益 －8,877 5,544 11,516 7,035 8,527 23,745

累積純利益 －8,877 －3,333 8,182 15,218 23,745
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結　論

● RTB BORの各鉱山の可採鉱量をベースに考えると、向こう 5か年間、利潤の上がる鉱

山操業が可能であり、その次の有望な探鉱が可能である。

●平均銅品位は、0.38％

●向こう 5 年間、35,136 千 US$ の投資を行うことにより、銅建値 2,000US$/t の条件で、

23,745千 US$の純利益が上がる。

●余剰人員は、セルビア政府の社会プログラムで解決すべき問題である。

● 1年目は操業度が低いために損失がでるが、政府の補助金が必要である。また、銅の建

値が著しく下がった場合も政府の補助金の継続が必要である。

● RTB BORの負債 430千 US$はこの 5か年プロジェクト期間では、返済しない。

● RTB BORの負債問題を解決するためには、地域社会問題、補助金、民営化について、本

格的な交渉を開始するべきである。

●事業を安定化するための投資サイクルが終了した後、RTB BORの生産を更に増加する

ことは可能であるが、セルビア政府が行った先の戦略的決定無しには、投資サイクルは

完遂しない。

●政府が参加する形で過去の負債を RTB BORの資本に転換するには、RTB BORの経営

が適切に管理される必要がある。

● RTB BORの製錬所、加工工場の改善はこの 5か年間プロジェクトに含まれていない。

製錬の設備は非常に古く、劣化しており、製錬技術は第 3世代に属するものである。し

かし 3百万 US$の投資を行うことにより、製錬所は本計画の産出精鉱を処理することが

可能になる。いかなる形であれ、社会プログラムにより、余剰人員は製錬所を去ること

になることはわかっている。補助金の一部が製錬所のコストをカバーすることになる。

製錬所への投資サイクルをスタートすることが必要であることは確かであるが、今の時

点では、製錬所への投資はフィージブルではなく、最初には鉱山部門の問題解決に注力

すべきである。

●土壌、水、大気に及ぶ RTB BORの環境問題は非常に複雑である。この大きな原因は数

百年に及ぶ RTB BORの生産活動である。しかし、現在の土壌、水、大気の公害問題は

無視できるものではない。現在の操業度で、RTB BORは過去及びこれから発生する公

害問題を解決はできない。この解決のために国際的な機関、ファンドを利用するため、

セルビア政府の参加が必要である。この公害を世界に知らしめることのみが、問題をう

まく解決できる方法である。

●したがって、RTB BORの公害問題は複雑かつ多面的であるが、解決できるものである。

一部の特定の問題だけでは、RTB BOR全体の問題解決がうまくいかないことを考慮す
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ることが肝要である。先に述べた問題のすべてを同時解決することが必要である。

● RTB BORの生産安定、加えて経済的な目標の達成は、地域全体と生産プラント全体の

安定に寄与すると言える。

4 － 2　採鉱・選鉱・精錬・環境保全の課題

以上の現状把握を踏まえセルビアの主要鉱山である RTB BORの課題を整理し、セルビア鉱業

の持つ問題点を検討した。なお、ここでまとめた問題点の概要は現地で調査団が作成した

“Minutes of Meeting”の中に反映している。

●探　鉱

主として資金不足から BOR鉱業活動地域の探鉱が遅れ、各鉱床群の鉱量、品位の評価は十分

ではない。例えば、現在の BOR銅鉱山は可採鉱量が十分ではないが、5か年計画では、BOR銅

鉱山の西にある Borska river鉱体は埋蔵鉱量 5.9億トン、平均品位 0.62％である。この鉱体の

評価の方法など明らかでないが、現在の BOR鉱山・選鉱場などのインフラ利用の観点から、こ

の鉱体の開発計画は 5か年計画以降の中期的な RTB BORの発展に重要と想像される。

●採　鉱

現在、生産はピーク時に比べ、大幅に減少しており、その原因は、機器の計画的な更新が行

われていない事、市場経済に以降後の市場の変更、1990年代の経済制裁などによる資金不足で

ある。そのため、生産のフレキシビリティが不足している。すなわち、露天掘りピットでは、作

業重機の数が極端に少なく、作業面が狭く、ピット傾斜が急、ずりなどの除去も遅れている。ま

た、坑内掘りでは、サブレベルの開坑遅れで、採鉱、運搬の準備が遅れている。また、トラック

レス法を採用しているが、一部の箇所であり、トラックレス法の効率的な利用が図られていな

い。掘り場での探鉱が遅れているので、採鉱機器類の配置替えが必要で、効率が悪く、品位管

理も良くない様に見受けられる。

●選　鉱

原鉱量の不足で、現在はその処理能力以下の操業を余儀なくされている。長年の軽負荷操業、

機器の更新・メンテナンス遅れのため現在の処理能力は 30～ 40％程度に落ちている。また、選

鉱のフロー、機器類は当然ながら最新のものではなく、伝統的な考え方、方法で設置された設

備が多い。また、工程の自動制御は行われているが、古い集中制御室方式で、最近の分散型制

御・遠隔監視、省力設備の導入が必要である。

大量のずり、廃滓が分散して堆積している。排水の処理が十分ではないし、廃滓の堤から排

水が染み出している箇所もある様で、その管理は改善の余地が大いにある。昔に堆積したずり、

廃滓の中には、現在の鉱石の品位に比較して、十分に高いものもあり、BOR鉱山選鉱場の近く

に堆積している廃滓などは、廃滓からの銅など金属類の再回収の可能性もある。
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●製　錬

製錬の基本部分は、1961年に建設され、1971年に反射炉＋転炉の第 2ラインが作られ、順次

拡張された。現在、乾式製錬＋電解精製設備を持つ一貫した銅製錬所であり、電気銅（99.98％、

Grade A）の製造を行っているが、特に乾式製錬、硫酸製造プロセスなどは、時代遅れのプロセ

スで設備の劣化も著しい。

・乾式製錬設備の近代化

乾式製錬設備の基本的な部分は建設から 30～ 40年経過しており、老朽化、劣化が目立ち

かつプロセス（反射炉）も古いものが多く、Flush炉プロセスへの転換を製錬所側では計画

している。

・硫酸製造設備の近代化

反射炉排ガスは、SO2濃度 1％で、硫酸製造が不可能な低濃度であり、煙突から大気へ放

出している。その量は全体の S の約 50％に上る。3 ラインある硫酸製造設備は老朽化で、

現在は 1 ラインのみを運転している。また、全体的に漏ガスも多い。SO2濃度を高くし、

Double Contact プロセスの硫酸製造方式に変更するためにも、Flush炉プロセスへの転換

が必要である。

●環　境

鉱山、選鉱場、製錬所などの排水、廃滓堆積場からの排水（上澄み水）の処理が不適切、また

は、ほとんど無処理で鉱山下流に放流されている。製錬所での SO2の捕集が悪く、大量の SO2が

市街地へ流れ出ている（製錬の項を参照の事）。また、製錬所で発生するダスト類の捕集が良く

ないので、砒素、水銀などを含むダストも製錬所の近郊の市街地へと浮遊している。ずりの堆

積場、製錬廃棄物の管理が悪い。

● RTB BORの経営

最大の問題は資金調達不足とリストラの遅れであり、問題点は以下である。

・メンテナンス・設備更新の遅れ

・新プロジェクトへの投資ができていない

・負債の返済

・民営化の促進

・余剰人員の受け皿（新規事業などの創出による余剰人員の雇用）

・地域経済の再活性化
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第 5 章　今後の協力の方向性

5 － 1　全　体

石炭鉱業、非金属鉱業は現在需要が旺盛で再生しつつあるため、対象は輸出のポテンシャルが

高い非鉄金属に絞り込むことが妥当である。非鉄金属のなかでも、現在、セルビア国内で最も輸

出能力が高く、かつ、埋蔵量も豊富な鉱物資源は銅であるものの、セルビアにおける大規模、か

つ、唯一の一貫銅鉱業企業体の RTB BORは社会主義体制の崩壊、内戦またそれに対する経済制

裁等による市場の縮小、財政難から生産が激減しているという現状は、第 4章で詳述したとおり

である。

セルビアにおける短期的喫緊の課題は RTB BORの事業再建であり、同時に鉱業への投資促進

をにらんだ国内鉱業法規制の整備、行政手続きの整備等、市場経済に即した鉱業セクターのマス

タープランが必要とされている。

RTB BORは事業再生に向けて独自に「RTB BOR 5か年計画」を策定しており、これは政府へ

の支援要請書とも言うべき位置づけである。しかし、セルビア政府としては、市場経済の経験の

無さ、適用可能な新技術、システムの導入の是非につき判断ができないことから、これら 5か年

計画の内容についても日本の経験と技術の観点からのレビューを希望している。

RTB BOR社は規模、生産量ともにセルビア鉱業界全体に大きな影響をもつ複合企業体であるこ

とから、その事業再建は単なる一企業体の事業再建という問題にとどまらない。セルビア政府は

RTB BORの民営化移行も視野に入れていることから、その前提となる RTB BORの事業再建は急

を要するものである。また、鉱業セクター全体に対する振興政策を提言するうえでも、RTB BOR

社の置かれている現状を把握、分析することは極めて肝要である。以上のことから、RTB BORの

ケーススタディを本格調査の初年度の重点実施項目とし、その知見、教訓を生かしながら鉱業振

興政策の支援を行うことが妥当であると判断される。なお、ケーススタディについては環境側面

も含む技術的観点からの支援に重点を置くことが想定される。

なお、現在 RTB BOR社は世界銀行に対して財務分析の専門家派遣を要請しており、世界銀行

の支援の動向を注視しつつ調査スコープを検討するよう留意すべきである。

5 － 2　鉱業振興政策

1． 日本の非鉄金属鉱業は古くから積極的に海外における鉱物資源の探鉱・開発を行っており、

世界各国の鉱業法規、行政手続に豊富な知見を有している。したがって、日本の法・制度にと

どまらず、各国との対比の上で、投資家・生産者の合法的利便性を考慮に入れながら、以下の

最新の法・体制に協力することが妥当と考えられる。
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（1）鉱業法規の再編

投資促進の観点から税法までをふくむ投資阻害条項の改正、行政手続の簡素化、迅速化。

（2）鉱業行政組織の再編・強化

鉱業行政手続の簡素化・迅速化、地質情報を主体とした鉱業情報提供の一元化。鉱業部門

に特化した投資促進の体制づくりの検討が考えられる。

2． 鉱業の開発を促進するための、市場経済主義に基づいた国家鉱床評価システムの策定

3． GISデータベースシステムの拡充

（1）日本のデータベースシステムを基本にしたデータベースシステムの拡充。各省庁で分散管

理されている資源地質データのデジタル化と一本化及び、ユーザービリティの検討。

（2）ウェブサイトの活用による鉱業投資の促進。

4． 鉱山経営支援策の策定

（1）市場経済に即した鉱業経営、操業技術を体得させるため政府が鉱山会社および政府職員に

対して行う鉱業人材育成計画の策定。

（2）事業再建までの鉱山に対する財政支援策の検討（鉱山環境対策財政をふくむ）。

5． 環境保全局の鉱山モニタリングシステムの再建・強化計画の策定

5 － 3　鉱業技術

1． RTB BORの再建策のレビュー及び技術的協力

セルビア政府及び RTB BORが策定している再建策をレビューし、技術的協力を行う。

（1）鉱山・製錬所の近代化

新技術の導入

操業効率の改善

品質管理の改善

（2）経済、経営的観点からの提言

　最適操業規模、資源の再配置

2． RTB BORの中期発展計画の策定

RTB BORの再建を踏まえ、10年程度のスパンの中期的な発展計画の策定が必要である。
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3． 技術的協力

（1）地質・探鉱

・RTB BORにおいては、深部の可採埋蔵量の確定が長期操業計画のキーとなっている。

露天掘りにおいては鉱床のバウンダリーの確定が必要である。このために既知データの

レビューおよび長期探鉱計画の策定の支援が重要である。

・また、全般的にはグローバルな観点から、国際競争力を加味した鉱量計算・鉱床評価シ

ステムの確立を支援する。（未開発鉱床の中で中小規模鉱床の合理的探査計画の支援を

含む）

（2）採　鉱

・RTB BORの 5年計画によれば機械の更新は現有機械の延長線上（1980年代の主力機械）

で考えられている。現在の世界の主流を考慮しながら最適の設備構築を支援する。特に、

最新の重機運行システム、管理システムを考慮にいれた運搬システムの再構築が重要で

ある。

・（今回は調査していないが設備のメンテナンス体制支援にも注目したい）

・選鉱工程までを考慮に入れた採鉱部門における品質管理の支援

・未開発鉱床の中で中小規模鉱床の合理的開発設計の支援

（3）選　鉱

ずり、廃滓からの銅、金などの再回収方法の検討が考えられる。本文に記載したが、BOR

銅鉱山の廃滓堆積場には、SX-EWの適用が可能と思われる旧廃滓が堆積している。銅研究

所の試験をフォローしながら、ベンチスケール試験、試験結果に基づく Pre-F/Sなどは検討

の価値がある。

（4）製　錬

BOR銅製錬所の製錬所近代化計画をレビューし、新技術をベースにした改善提言が行え

ると思われる。また、SO2、ダスト捕集効率の改善、製錬廃棄物の排出削減、排水処理など

に関して、Operationalな改善策の提案も意義のあることと思われる。

（5）鉱　害

鉱害に関する調査プロジェクトとして EUの資金により INTREATプロジェクトが 2004

年 8 月から 3年間の期間で BOR銅鉱山を一つのサイトとして実施中である。BOR銅鉱山の

場合は、酸性廃水に関する包括的な調査プロジェクトであり、JICAの MPの本調査でこの

テーマを取り上げる場合は、conflictが起こらない様、またこのプロジェクトをサポートす

る様な内容が望ましいと思われる。具体的には、事前調査で INTREATプロジェクトとの

調整が必要であろうが、現時点では、酸性鉱排水処理の Pre-F/Sが考えられる。
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（6）中小鉱山

今回の調査では、中小鉱山の調査は出来なかったが、セルビア国内には、鉛・亜鉛、金の

中小鉱山が存在している。モデル的な中規模鉱山を対象にして、採鉱、選鉱の操業改善計

画の策定が考えられる。鉛・亜鉛の場合は、わが国には伝統的に、複雑硫化鉱中の鉱物の分

離回収、遺利回収に関する技術をもっていることから、適用の検討が可能かもしれない。ま

た、金回収では、含金・銀珪酸鉱のまま銅製錬に入れる方法や、鉱量がある程度まとまれば

小規模な青化製錬プロセスの適用も考えられる。その場合、シアン化物を含む排水の循環

使用、排水処理技術の指導の可能性もある。
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